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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成24年９月24日（月）議事日程 

              開 議（午前10時） 

 日程第１  一般質問（通告順による） 

平成24年鹿島市議会９月定例会一般質問通告書 

 

順番 議  員  名 質    問    要    旨 

４ １ 中 村 一 尭 

(1) 東日本大震災に伴う鹿島市の危機管理について 
 ①災害時のガレキ処理などについて 
 ②危機管理協定などについて 
 
(2) 子ども議会での質問と提言に対して 
 ①「安全、環境について」 
  西部中学校３年生、藤山さんと白川さんの質問に対 
  する追加質問 
 ②「小中学校の冷暖房設備について」 
  東部中学校３年生、今福さんと川浪さんの提言に対 
  する追加質問 

５ ３ 勝 屋 弘 貞 

(1) 鹿島市中小企業振興基本条例（仮称）制定について 
 ①中小企業憲章を踏まえて 
  (ア)中小企業憲章をどうとらえているか 
  (イ)県・鹿島市の動き 
 ②条例制定は考えられないか 
 
(2) 生涯学習・社会教育について 
 ①生涯学習・社会教育の考え方 
 ②市民の認識状況 
 ③各地区公民館・他部署との連携 
 ④社会教育面からの子育て支援 

６ ４ 竹 下   勇 

(1) 鹿島市まちづくり構想の進捗について 
 ①危機管理センターに基本設計の補正予算が計上され 
  ているが、どのような計画になっているか 
 ②市民会館の改築はどうなるのか 
 ③中心市街地での公的施設再整備について 
  ピオへの公共施設の配置はどうなっていくのか 
 
(2) 鹿島市の教育方針はどうなっていくのか 
 ①鹿島市では、社会教育をどのように位置づけておら 
  れるか又、それを生涯学習課だけが担っているのか 
 ②社会教育を積極的に取り組み、交流人口の増加につ 
  なげられないか 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○副議長（橋川宏彰君） 

 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。 
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      日程第１ 一般質問 

○副議長（橋川宏彰君） 

 本日の日程は、お手元の日程表どおり一般質問を行います。 

 通告順により順次質問を許します。まず、１番議員中村一尭君。 

○１番（中村一尭君） 

 おはようございます。１番議員の中村一尭です。通告に従いまして、一般質問をさせてい

ただきます。本日は２点、質問させていただきます。 

 まず初めに、日本の歴史と人々の心に深く刻まれた未曽有の東日本大震災から約１年半が

経過いたしました。警察庁と国土地理院のデータによると、９月19日現在、死者１万5,870

名、行方不明者2,814名、倒壊した家屋は12万9,426戸、津波で浸水した地域は６県62市町村

で561平方キロメートル、これは県内で申しますと、鹿島市全域、太良町全域、嬉野市全域、

武雄市全域、そして、白石町の約半分を全て足した面積が浸水したということになります。 

 今、なお、仮設住宅などで避難生活を送られる被災者は約34万4,000人に上ります。大災

害の怖さ、現代文明のはかなさ、もろさを多くの人が改めて感じておられると思います。 

 私は、震災から１年がたったことし４月に東北を訪れました。何か少しでもと、何かでき

ることをと思い、１週間ボランティア活動をしてまいりました。訪れてみて初めて気づいた

こと、それは、被災地の状況は１年たってもまだまだすさまじかったということです。 

 この写真は私が撮ってきたものです、瓦れきになります。そこらじゅうに積み上げられた

ごみや瓦れき、道路のアスファルト、粉じんは一日中風に舞い続けています。車や鉄の塊は

津波によって屋根に突き刺さっていたり、人力を超越した自然の力と恐ろしさをまざまざと

感じさせました。手を合わせる合掌の回数は、１日で何十回にも及びました。そうした中で、

子供たちの笑顔や、ほのかに芽生える若葉に大変救われました。まさに希望の光でした。 

 私を含め、被災者の多くも同じ気持ちだと思います。同じ日本人として、私たちは東北を

支援し、応援し、あの震災を忘れてはいけないと思います。それに、いつ何時、同じような

災害がここ鹿島でもあるかわからないからです。 

 今議会でも議案審議がありましたが、７月の北部九州豪雨災害では139戸の家屋が全壊し、

30名の死者も出ておられます。有明海には大量の木片やごみが流れ着き、鹿島市で処理をす

る一般廃棄物もありました。約50年前には、鹿島市でも七八水害という大氾濫で多くの市民

が被災をされました。 近では、ゲリラ豪雨という言葉もよく耳にします。そういった災害

が突発的に起こった場合に、鹿島市として万全な備えをしておかなければならないと私は思

います。 

 ここで、１点目の質問です。 

 もし、鹿島市でいろんな災害が起こり、 も優先されるべきことは人命救助や食料の確保

といったことだと思いますけれども、今回の質問では、その災害で発生した瓦れきや土砂、
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木片などの廃棄物が、発生、生まれた場合に、鹿島市としてどのような対応が検討されてい

るのか、また、他市町村との協力体制、支援体制はどうなっているのか、お尋ねをいたしま

す。 

 続きまして、２点目の質問に移ります。 

 ８月30日に行われました子ども議会の件で質問をします。 

 子ども議会では、中学生の子ども議員が議会の仕組みや市の役割を勉強することにより、

政治について身近に感じ、まちづくりに進んで参加してもらうこと、そして、ふるさと鹿島

を愛することの大切さを学んでもらうことを目的としております。 

 先日の福井議員の一般質問でも申されましたけれども、子ども議会ではしっかりとした中

学生議員の意見、質問、提言を出していただき、非常にすばらしい議会になったと思います。

また、行政の業務で本当にお忙しい中、市長を初め、教育長、各部長、それぞれ担当課の職

員の皆様に大変御協力していただき、まことにありがとうございました。 

 今回の私の追加質問では、執行部の皆さんに御答弁いただいた内容について、もう少し詳

しく説明していただきたい点、疑問に思った点を質問します。 

 まず初めに、通学路の安全対策についてです。 

 西部中学校の藤山さんと白川さんは、通学路の安全対策について質問をされました。内容

は、これからの冬の下校時、真っ暗になる帰り道が非常に怖いです。真っ暗で危ない場所に

外灯を設置するか、外灯が設置されている場所では早目に点灯していただけませんかという

質問に対し、執行部の御答弁は、暗くて危ない場所に設置する防犯灯は各地区で設置をして

おります。もし、そういう場所があれば、学校の先生やＰＴＡに相談し、区長さんにお願い

して総務課へ要望を出してくださいという御答弁でした。私は、この答弁では余りにも子供

たちに不親切であるというふうに思います。実際に毎日、徒歩や通学で使っているのは小学

生、中学生、高校生。私たち大人は子供たちが夢を持てるような、安心して暮らせるような

まちづくり、社会づくりを目指しますと言いながら、実際に危ない場所に外灯を設置してほ

しいという子供たちの要望には、区長さんに言ってください、余りにも不親切ではないでし

ょうか。ここに座っておられる執行部の皆さん、議員の皆さん、中学生のときに地区の区長

さんに、帰り道が暗いんで、あそこに外灯をつけてくださいと頼んだことありますか。外灯

をつけてほしいと思っていても、区長さんに直接中学生が要望を言う、そんなことはしなか

ったと思います。 

 私は、議会でこのような要望が、お願いに出たのであれば、例えば、下校時に暗い場所が

どこか、意見を各学校などで吸い上げて、それを教育委員会などがまとめて外灯の設置につ

いて、総務課で検討してもらうと、そういった対策を実行してもいいのではないかというふ

うに思います。それが鹿島に暮らす市民や小さい子供たちのためではないでしょうか。執行

部のお考えをもう一度お尋ねいたします。 



- 260 - 

鹿島市議会会議 

 また、冷暖房の設置につきましては、福井議員の一般質問も先日ありましたので、後ほど

質問させていただきます。 

 以上、１点目が災害時の瓦れき等の処理対応について、２点目が通学路の安全対策につい

て質問します。よろしくお願いします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 福岡環境下水道課長。 

○環境下水道課長（福岡俊剛君） 

 中村議員の質問に対してお答えを申し上げます。 

 鹿島市での災害対策についてはどういうふうな対応を予定しているかということでござい

ますけれども、まず１つは、災害で発生した瓦れきは一般廃棄物でございますので、当然、

市町の責任でもって処理をするということになります。 

 今現在、鹿島のほうで大量の瓦れき等が発生した場合の対応でございますけれども、一遍

にはなかなか処分場へ搬入はできないということで思っておりますので、市内で２カ所、谷

田工場団地と大木庭の浄水場建設予定地の２カ所を、今現在は仮置き場として予定をいたし

ております。ここで一応ごみを集めた後、これから例えば杵藤のクリーンセンターのほうへ

運搬をするということになろうかと思っております。ただ、その場合には、やはり瓦れき等

が大量に出た場合というのは市単独ではなかなか難しいと思いますので、近隣の市町とか、

関係業者に応援を要請して、収集、運搬、処分等を委託するようなことも必要かと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 まず、私のほうから２点あったと思います。東日本大震災に伴います安全協定、他市町村

との安全協定の関係ですね。それから、通学路の安全対策、防犯灯についての御質問がござ

いましたので、私のほうから答弁をさせていただきます。 

 まず、大震災におけます管理協定をどうしているのかというようなことでございます。台

風とか洪水、それから、地震、津波、そして、日常あり得る火災など、災害の種類やその規

模にもよりますけれども、基本的には鹿島市独自で対応できるように一通りの対策は講じて

いるというところでございます。 

 しかし、議員御指摘のように、もう鹿島地区全体が被災に遭うというような全体的な大規

模な災害ということになりましたら、もちろん、鹿島市だけでは対応が困難ということでご

ざいますので、その場合も想定をいたしまして、今現在、鹿島市といたしましては、国土交

通省の九州地方整備局、それと、佐賀県ですね。佐賀県とは、県内の10市10町と佐賀県と合
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わせまして協定を結んでおります。それから、近隣の嬉野市さんと太良町さん、そして、長

崎県の諫早市さんとか大村市さんというようなことで、自治体との相互応援支援協定は６件

結んでおるところでございます。 

 主な応援の内容といたしましては、食料、飲料水及び生活推進などの供給対応とか、被災

者の救出、防疫防除、施設の応急復旧に必要な物資、資器材の提供などなど、緊急に必要な

ものについて協定を結んでいるということでございます。 

 また、このほか、民間の団体さんとも６団体さんと協定を結んでおります。例えば、申し

ますと、ＪＡビバレッジさんとか、災害時におけます飲料水の供給についての協定とか、そ

れから、鹿島市建設業協会さんとは、災害が起こったときの応急対策工事、業務に関しての

協定とか、そういった形で民間の６団体さんとの協定も結んでいるというようなことで、大

規模な災害においては、そのようなことで万全の応援体制ができるような形で結んでいると

いうことでございます。 

 次に、子ども議会のときの防犯灯のお話があったと思います。ちょっと中学生さんに区長

さんということはいかがかということでございますが、基本的に、その防犯灯はどういうも

のかということでの御説明を申し上げたところであります。防犯灯につきましては、夜間に

おけます犯罪の防止とか、市民の通行の安全を図ると。それから、安全で安心して暮らせる

まちづくりのためということで、地元の各自治区が維持管理をされます防犯灯の設置に対し

て補助を行っているという制度があるということを申し上げたところであります。 

 それ以外に、道路とかの管理指導とか県道の管理者につきましては、それに交通対策の街

路灯をつけるというような形で対応しているということでございます。 

 基本的に、子供さんたちの通学路の安全点検につきましては、もう少し具体的ということ

であれば、教育委員会から御答弁させますけれども、各学校、ＰＴＡで今、年に１回ないし、

そういう中で通学路の危険箇所の点検をしていただいています。そういう中で、ここはやは

り特に防犯上、街路灯をつけてほしいというような要望があれば、具体的にちょっと、ここ

近年で申し上げますと、例えば、中川の市道沿いに、ここは車は通りませんが、自転車とか

通学路になっておりまして、西部中の学生がよく通ります。このあたりが夜、夕方、暗いと

いうことで、ここは実際は公園管理敷地だったんですけれども、学校からの要望がありまし

て、お話をして、街路灯を市の設置でつけるとか、そういった対応をいたしておりますので、

十分に学校のほうでの、子供さんたちについては学校あたりにお話をしていただければ、こ

のあたりについての安全対策には一緒になって取り組んでいくということで考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 １番議員中村一尭君。 
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○１番（中村一尭君） 

 御答弁いただきありがとうございました。 

 今、答弁あった内容の中から、ちょっと数点質問したいんですけれども、まず初めに瓦れ

きの件なんですけれども、谷田や大木庭のその用地に一旦置いて杵藤地区のクリーンセンタ

ーのほうに運ぶというふうなことでおっしゃられましたけれども、これは例えば、この前の

７月の北部九州の豪雨があった後の、その一般廃棄物、流れついた一般廃棄物は、そこに送

ったり、例えば、今まで使われたことというのは、これまでの災害とかで使われたことって

いうのは何かあるんでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 福岡環境下水道課長。 

○環境下水道課長（福岡俊剛君） 

 中村議員の質問にお答えを申し上げます。 

 一応、仮設置き場ということで谷田と大木庭を一応予定いたしておりますけれども、今現

在、これまでに谷田と大木庭に災害のものを置いたということはないと思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 １番議員中村一尭君。 

○１番（中村一尭君） 

 御答弁ありがとうございます。 

 今までに使われたことはないというふうに御答弁ありましたけれども、これは危機管理の

災害時、相互応援協定も含めて、ほかの市の瓦れきとかもそこを、例えば、ほかのまちで災

害があった場合に受け入れたり、そういうふうなことで使用されたことはないのか、また、

協定が結ばれて、その支援をしたことは、これまでにどういうふうなことであるんでしょう

か、お尋ねをいたします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 災害支援協定の中で、被災を受けた市町村の処理できない部分についての瓦れきの処理に

ついては、相互に応援をいたしましょうという協定を結んでおります。 

 じゃ今まで、それを発動したことがあるのかという御質問でございますけれども、今まで

それはございません。 

 以上でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 １番議員中村一尭君。 
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○１番（中村一尭君） 

 ありがとうございました。 

 鹿島市の今までの現状とどのような処理方法で対応されるのかというのがわかりました。

佐賀県とまた市町村で、そういう協定が結ばれていることは、10市10町結ばれていることが

わかりました。鹿島市独自としては諫早市とか大村市、近くのまちと結ばれているというこ

とで今答弁ありましたけれども、何で私がこの問題を取り上げたかというと、先日、８月29

日に内閣府が発表した南海トラフ巨大地震の被害想定によれば、もし、九州地方で地震があ

った場合には全壊及び消失する建物が 大で23万6,000戸、死者が 大23万人という想定を

されております。これは九州を中心とした地震が起こった場合に、全国でそれだけの方がい

らっしゃるということです。佐賀県は、九州では唯一死者が出ないと、南海トラフ巨大地震

があっても死者が出ない。また、全焼する建物が20棟という、ほかの県に比べるとかなり安

全だと、そういう想定ですけれども、あらゆる事態も考慮をしてから、例えば本州などの山

陽市、そして、もっと広域的な諫早市、大村市おっしゃいましたけれども、例えば、１年半

前の東日本大震災では６県、海岸線ずらりと全部やられたんですから、もっと広域的な瓦れ

き受け入れとか、スムーズな支援を行える協定というのは、そういったお考えを鹿島市で持

っておられますでしょうか。 

 実際に、 近では2012年の４月に鳥栖市と茨城県の鹿嶋市では、そのような協定を結んで

おられます。唐津市でも巨大地震あったときには、大規模災害の相互応援に関する協定を結

んでおられますけれども、鹿島市としてはいかがなんでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 相互の応援協定の遠距離での協定をというような御質問でございます。 

 今のところ、確かに、議員申されますように、九州を超えて鹿島市が締結している協定は

ございません。担当といたしましては、よその、今、御紹介いただきましたように、よその

自治体さんでもいろいろな検討をされておりますので、そのあたりを見ますと、我々も少し

考えなくちゃいけないのかなということでは思っております。 

 ただ、これも簡単に例えば、地図を広げてぽっと指差して、こことやりましょうと簡単に

いくものではないと思っております。基本的には、やはり県との協定、それから市と市との

つながりというんですかね、やはり友好な姉妹都市とか、そういった形であれば簡単にこう

いう協定をお願いしますといってもうまくいくのかなということはございます。 

 そういうことがございまして、従前は、かしまサミットという中で、全国の「かしま」の

名前のつく都市との交流をいたしておりまして、その中にはここまでの災害協定はなかった

んですけれども、相互応援の緩やかな覚書みたいなのがあったわけでありますけれども、実
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際、市が、町が、村が合併してなくなってしまいましたので、もうそのルートを持っていく

のはなかなか難しいだろうと考えています。 

 そういうことで、今後、課題として、友好な都市との遠距離のおつき合いが考えられるよ

うなところとはぜひ、そのあたりを念頭に入れて、検討していかなくちゃいけないかなとい

うところでございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 １番議員中村一尭君。 

○１番（中村一尭君） 

 ありがとうございました。 

 今、御答弁の中に同じ鹿島市同士で、昔はそういうつながりがあったというふうにおっし

ゃいましたけれども、４月に鳥栖と茨城県の鹿嶋市が結ばれて、鹿島市は茨城県の鹿嶋市と

結んでいないんですね。そういうなんか、鳥栖市は結んだけど、鹿島市も結べるんじゃない

んですかね。それはわかんないですけど、今、いろいろよその事務作業とかわかんないです

けど、距離によっても違うと思いますけれども、やっぱりこれからは東日本大震災があって、

皆さんの意識が変わったと思うんですよ。もっと広域的に今、協定を結ばれているところが

どんどんふえていると思います。だから、そういった広域的な協定を私、結んだほうがいい

んじゃないかな、それがやっぱり市民のためになるんじゃないかなと思いますけれども、市

長の見解はどういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 口市長。 

○市長（口久俊君） 

 御指名ですからお答えいたします。 

 先ほどおっしゃった鹿嶋と鳥栖というのは、たしかサッカー仲間ということで協定をして

おられると思います。だから、何かそういうつながりがあるまちと、こういうお約束をする

と、何かあったら一緒にお互い助け合いましょうねという話であれば、ひょっとしたら、私

たちのまちは伊能忠敬さんとか、旧鹿島藩の領地があそこにあったということで、香取市に

なるのかもしれません。ただ、今度は、その話については友好都市になりましょうという話

は、ほぼでき上がってはいるんですよ。だから、むしろ災害だけではなくて、そういうのを

含めた経済取引とか、お互い行き来をしましょうということでの都市としては可能性は十分

あると思います。災害だけとなると、よほど何かのつながりがないと、お互い同士が、あん

たんところとうちとどうですかというのは、これはなかなか2,000近くもある自治体同士で

はうまくいきにくいというのはもう当然おわかりだと思います。 

 先ほどの補足ですが、昔は「かしま」というまちが７つぐらいあったんですよ、みんな仲

よくいろいろやっていました。残っているのは、今、私たちのまちだけですね、ほかのまち
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は全部名前が消えてしまいました。それ以後、そのおつき合いもぷっつり切れているんです

よ、もう合併以降はですね。だから、そういうのを生かすとすれば、そういう昔の縁を生か

すかどうか。ただ、この協定というのは何をやるか、本当に生きるかということで結ぶべき

でして、今、総務部長が御紹介しました協定は、現在、12種類結ばれているんですよ。たく

さんあるから助かるということではないということもありますので、私たちとしては万一の

ときに、どこと、こういう結び方をしといたほうがいいかということは念頭に置きながら対

応していかないといけないと思っています。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 １番議員中村一尭君。 

○１番（中村一尭君） 

 御答弁ありがとうございます。 

 市長言われるとおり、やっぱりぱっと広域的な協定を結ぶとなると、やっぱりつながりが

必要なのかなと、そういうところを今、望んでいるまちとかも全国には多いと思います、自

分の感覚で言うと。だから、総務省とか、そういうところのつながりで何かできないのかな

と。何で私がこの協定の話を言うかというと、佐賀県はもう１つ非常に大きな問題を抱えて

いると思います。それは、玄海原発の問題です。 

 東日本大震災では、地震による津波が発生して、その津波が福島原発を直撃、その後、放

射能漏れの事故も起きていると。内閣府の調査によると、玄海原発で事故が起こった場合、

鹿島にも放射能が散布するというデータが、これ2012年４月、５カ月前の佐賀新聞の１面に

書いてあるんですけれども、鹿島市もこの一部に入っております。これ市民の皆さんもごら

んになった方いらっしゃって、びっくりしたんじゃないでしょうか。 

 今のところ、そういった事故、事態というのは想定はされておりませんが、もし万が一、

そういった放射能漏れの事故、災害が起こった場合に、鹿島市ではどのような対応をするの

か、人命の救助、避難、どういったことをされるんでしょうか、御答弁お願いします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 原子力の災害に対しての対応ということでございますけれども、これはその災害の規模に

よって、シミュレーションが全然違ってくるものになろうかと思います。 

 そういう中で、今、県は30キロ圏内を、災害があったときには、まずは緊急避難という形

で、鹿島市としては今、立花町の住民の皆さん、伊万里市の皆さんの8,000人ぐらいを鹿島

市が受け入れるというような体制ということで、県の災害対策としてはそういうふうになっ

ておるところでございます。 

 去年、確かに、訓練でＳＰＥＥＤＩの情報が流れまして、鹿島のほうに風が吹いてきて、
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２時間程度で鹿島のほうまで到達するというような100分の１の濃度だったんですけれども、

というようなデータがあったんですけれども、ここも実際に、想定される放出量によって全

然対応が違ってくると思います。 

 そういうことで、また今度も訓練があります。今度は、私たちも現地に行く部分と、今度

鹿島市の対策本部をつくりまして、そちらのほうでの机上のシミュレーションもやりたいと

いうふうに考えています。 

 いろいろなその災害の規模によって、対応が全て違ってきますので、そのあたりをまず、

私どもとしては机上シミュレーションをしてみて、それで課題がどんなものかというのをま

た少し深めていくと、そういうふうな形で万全を期していきたいなと考えているところでご

ざいます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 １番議員中村一尭君。 

○１番（中村一尭君） 

 ありがとうございます。 

 今、規模によって違うからはっきりとは答えられないということでしたけれども、今、ケ

ーブルをごらんになっている皆さんや、これから──本当に私みたいな不安はあると思うん

ですよね。もし何かあったら、どうすればいいんだろうと。その答えが、規模によって違う

からちょっとはっきりとはわかんないですというのでは、市民の皆さんもやっぱり不安だと

思います。もし、何かあった場合に、どうしたほうが──じゃ、事故が起こったら何をすれ

ばいいのか。50キロ圏内、鹿島市入っています、入っている場所もあります。そういったと

ころは、市民の皆さんはどうしたらいいんでしょうかというふうに思っていると私は、そう

いうふうに考えますけれども、 悪の事態も想定しながら、もう一度御答弁いただきたいん

ですけれども、市民の皆さんはもしそういう事故が起こった場合に、どういった避難をした

らいいのか、どう対応したらいいのか、質問します。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 先ほども答弁申し上げましたが、佐賀県の原子力防災の対策の中では、まずは30キロ圏内、

これは国の指針でありますが、そこの人たちにつきましては、域外への退避ということにな

ります。その30キロ圏内の人は、その30キロ圏から外へ退避をするという形の中で、今、佐

賀県の中で全体的な住民の避難の体制がとられていると、それは去年も訓練しています、こ

としも訓練をいたします。 

 では鹿島市はということになりますと、ここは受け入れ側でございますので、基本的には

安全ということでの対応になると思います。ただ、先ほどもあったように、風の向きによっ
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て同心円で被害が確定できませんので、その場合には、やっぱりよく、この風の向きを見な

がら臨機応変に指示をしていくということになろうかと思います。 

 50キロ圏外であれば、福島の例でいっても、ほぼ大丈夫だったのかなと思いますけれども、

50キロ圏内ぐらいになるところにあっては、屋内退避とか、そういうこともあり得るのかな

ということでありますけれども、そのあたりはもう県と国と一体になって、的確な対応をい

たしますので、御安心いただきたいと思っております。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 １番議員中村一尭君。 

○１番（中村一尭君） 

 ありがとうございます。 

 30キロ圏内は、30キロ以上に避難しろということでしたけれども、50キロ圏内の鹿島市は

避難をする人が流入してくるということでしたけれども、例えば、原発事故が起こりました、

人々が鹿島市にばっと来ていると、道が渋滞している。普通、そういう状況の中で、ああ私

たちは避難せんでいい、ここにおればいいと、そのとき思えるかといったら、いや思えるか

なと、私たちもやっぱり退避したがいいんじゃないかと、もっと離れたほうがいいんじゃな

いかと、普通にそういう感覚を私は抱きますけれども。 

 質問を変えますけれども、そしたら、30キロ圏内の面積に位置する、居住する人は、もう

どこに逃げてもいいというふうなことになっているんですか、なるべく遠くに行けというふ

うになっているんでしょうか。そういうふうな、もし、今、わかれば教えてください。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 こういう災害のときの一番いけないのは、やはりパニックを起こして、いろいろな対応が、

それぞれ面々がというのが一番避けなければいけないことだと思います。 

 そういうことで、先ほどから申しておりますように、福島の例でいっても、国としては30

キロ圏内については圏外への退避ということでございます。その人口については、鹿島市は

今、全部の住民の方の人数わかっておりますので、その受け入れの市町村も今、決まってお

ります。鹿島市は伊万里市の立花町の住民の方、ちょっと手元に持っていませんが、7,800

人ぐらいだと思いますが、その住民の方を鹿島市が受け入れる、公共施設にですね。という

ようなことで、まず被害があったら鹿島市としては、まず、その避難所の設営ということに

なります。 

 そういうことで、随時、国県がその災害の程度を指示してきますので、それに今度は的確

に対応するような体制だけはとっておくということを先ほどから申し上げているということ

でございますので、市民の方がパニックになって、面々、あちらに逃げよう、こちらに逃げ
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ようということにならないような形で情報伝達を的確にしてまいりたいと考えています。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 １番議員中村一尭君。 

○１番（中村一尭君） 

 ありがとうございます。 

 今の御答弁をお聞きして、やっぱりそれも市民感情としてはパニックになるなと言われて

も、やっぱりなると思うんですよね。もし万が一の備えがあれば、それを鹿島市として考え

ておいてほしいという、これは私のお願いでもあるし、市民の皆さんもそう思っている方が

いらっしゃると思います。心配ないよと幾らおっしゃっても、東北大震災では想定外の事故

が起こったんですから、もし想定内の事故が玄海原発で起こった場合には、鹿島市として、

鹿島市に住む住民はどうするべきなのか、今後、それも想定しておいてもらいたいなという

ふうにお願いして、放射能漏れの事故が起こった場合の質問は終わりますけれども、まずは

市民の皆さんの安全を第一に考えていただきたいと思います。 

 先日、福島原発で放射能漏れがあって以来、いろんなところに影響が出ております。その

中でも、先日、東北の方と話したことがあったんですけど、山形のある議員さんと話したと

きに、風評被害がすごいんだと、起こった直後は農産物とか海産物、本当に何も売れなかっ

た。１年半がたった今、今はどうか、農産物、水産物、回復してきたとおっしゃっていまし

た。じゃあ、ほかに何か風評被害ありますかと言ったら、観光客が全然もう回復しないとい

うことでおっしゃっておられました。これはもう向こうに住む方の現状をお話ししているだ

けですけれども、もし、そういう風評被害とか、観光客への影響も玄海原発で何かあった場

合には考えられると思います。そういった場合には、今、農林水産、すごい頑張って、鹿島

には農林水産、非常にすばらしい、観光も祐徳神社、年間300万人以上来ている。そういう

状況の中で、どういったことができるのかなというふうに思うんですけれども、そういった

場合の対応はどう考えていらっしゃいますでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 中川産業部長。 

○産業部長（中川 宏君） 

 お答えしたいと思います。 

 風評被害というのが産業部に限ったことではないと思いますけど、今のお話の中では農産

物と観光ということでしたので、私のほうでお答えします。 

 私どもがお答えするには非常に、本当に難問であり、大きな問題で、人の心理、人として

のありようなどにもかかわることでもありますので、専門的知識というですか、そういうの

も必要な部分も多く、ちょっと答えるのに戸惑いますが、自分なりに考えますのは、理想的

過ぎるかもしれませんが、風評被害の原因となる事件が起こる前に、どれだけこの地、この
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鹿島の信用度を上げておくか。例えば、農産物であれば、どれだけ真剣に安全・安心の作物

づくりに励んでいる地域であるかを発信でき、消費者の方々の信用をかち取っておくことが

被害の拡大を小さく、少なくするには重要ではないかと思っています。 

 幸い、鹿島には信用していただく素材があるわけですから、人と人とのネットワーク、つ

ながりの拡大等を図りながら、鹿島をアピールしていく上で安心・安全の作物、安心・安全

の地であるということ、まちであるということを全面に出した戦略を展開しておくことが大

切であると考えます。 

 もし、風評被害が発生すれば、現在、福島における原発事故による風評被害を見ればわか

りますように、日本国内だけの問題だけにかかわらず、グローバル化、情報機器の発展とい

うことで、世界中に広がっています。その情報は厄介なことに、日本であれば、今は観光に

行けないよ、日本産であれば、うちには輸入できないよという状況になっています。その情

報の拡大、そういう怖い状況です。それに対抗するためには、現状を見ても、明快な手だて

がないというのが現実ではないかと思っております。ですから、先ほどの繰り返しになりま

すが、常に安全・安心の作物をつくっているところ、そういうまちであるということを発信

していく。そのことで、大げさに言いますが、世界中につながった人たちが風評被害が発生

した場合、私たちのまち、日本を信じている方が、その情報機器を使って応援していただく

ことになり、幾らかは被害の拡大を防いでいただくことになるのではないかと思っておりま

す。風評被害が起こる前に、とにかく鹿島というのは、こういうまちであるということを伝

えていければと思っています。 

 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 １番議員中村一尭君。 

○１番（中村一尭君） 

 御答弁ありがとうございました。 

 これは非常に難しい問題だと思いますので、私ももしそういうことを言われたら、どう市

民に説明するんだろうと。農家の人に、漁業者の人に、あそこがもし何かあった場合に、鹿

島市は何すると、どう対応してくれるとと言われたら非常に困るような、やっぱり問題なん

です。実際に、安全・安心に気をつけるほうが一番、それが万全の備えですというふうにお

っしゃいましたけれども、やっぱりあった場合のその後のことを考えれば、どうしたほうが

いいのかなというふうなことでやっぱり思います。 

 例えば、北九州市、先日から石巻市の瓦れきを受け入れて処理して、 終処分も行われ始

めました。いろんな問題があったというふうなことで私は伺ってきました。例えば、やっぱ

りテレビでごらんになった方もいらっしゃると思いますけれども、その瓦れきを入れないと、

そういうふうなことを皆さん映像で見られたと思います。テレビを私は見なかったですけど、
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終処分場の問題も大変、北九州市では問題になりました。 終処分場はどこになったか、

北九州市の若松区、響灘という本当に海岸線の近くです。このときに苦労した点はどこか、

それは、その周辺の漁業関係者、組合の許可が、理解が必要ということで、やっぱり漁業組

合の方が反対されたそうです。だって、そういう廃棄物を埋め立てると、そういった場合に

は、やっぱり自分のところだったらノーと言いますよね。北九州市はどういう対応をしたか。

まず、風評被害の対策の担当室を設けました。そして、もし風評被害があった場合には、農

産物、海産物、官と民で協力して北九州市で買い取ると、そういう英断もされているんです。

鹿島市で、そういった風評被害がもし出た場合には、そこまでの覚悟も市として、行政とし

て私は持っておいてほしいなというふうに考えております。 

 それでは、次の瓦れきの質問に移りますけれども、先ほども申しましたが、今回、私は被

災した宮城県南三陸町と石巻市に行ってきて、その被害の状況を撮影しました。その写真展

を、先ほども出しましたけど、こういう写真展をエイブルのほうで開催いたしました。そこ

で、東日本大震災についてのアンケートを実施しました。アンケート内容はどうなのか、ア

ンケート内容については、被災地に訪問したのか、訪問をしていないのかとか、写真を見て

どう思われましたかとか、瓦れきの問題についてどう思われましたか。こういうアンケート

を実施し、全部で──実質10日間なんですけれども、全部で41名の方から御記入をいただき

ました。鹿島市の人口３万人、その中で41名という数字だけ見たらちょっと少ない数字かも

しれませんけれども、鹿島市の市民の皆さんの声の一部としてちょっと考えてください。 

 そのアンケートの中で、被災地の瓦れきを受け入れるべきかという質問に対し、瓦れきを

受け入れるべき、また、放射能を含まない安全な瓦れきは受け入れてもよいという前向きな

方が68％に上りました。逆に、瓦れきを受け入れるべきではないという方は10％、無回答の

方が22％、このアンケートではいらっしゃいました。 

 アンケートの期間が夏休みということもあり、記入していただいた大半は10代や20代の人

たち、若い人たちが中心でしたけれども、あの悲惨な事故を通して、若い世代の人たちの多

くが何かをやっぱり感じてくれて、同じ日本人として一緒に頑張りたいと、瓦れきを受け入

れて、被災地を何か支援できないかという温かい思いが、このアンケート結果に得られたの

ではないかというふうに思います。大変うれしく思いました。 

 佐賀県では８月に古川知事が、東日本大震災の瓦れきは受け入れないという会見をされま

したので、もうその東日本の震災の瓦れきについては何も申し上げませんけれども、もし同

じような事態、事故が起こった場合には、安全な瓦れきは受け入れてもいいんじゃないかと

いうふうに私は思っています。 

 先ほど申しましたが、北九州市は九州で唯一瓦れきを受け入れました。もし、これから同

じような事故、南海トラフ巨大地震の話を先ほどもしましたけれども、そういう事故があっ

た場合に、鹿島市、広域的な瓦れき受け入れの体制を整えてもいいんじゃないかというふう
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に思いますけれども、このアンケート結果を見て、市長の感じたこととか、そういうふうな

ことをちょっと御答弁お願いします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 口市長。 

○市長（口久俊君） 

 アンケート結果と幾つかの写真を先ほど頂戴しまして、見せてもらいました。その印象を

言わせていただきたいと思います。その前に、風評被害の話が出まして、部長のほうが答弁

しましたんで、私の思いをといいますか、むしろ経験をひとつ紹介いたしておきますと、風

評被害については、僕は２つだと思います、一番のポイントは、ほかは違うという意味じゃ

ないですよ。一番のポイントは２つだと思います。 

 １つは、早く収束すること。とにかく、事故、事件、災害を早く収束させないと始まらな

いんですよ。幾ら何だ言っても、それがずっと続いていれば、ずっと終わらない。やっぱり

早く収束する、このための対策が一番だと思います。もう１つは、正確な情報を流すこと。

もう可能な限り正確な情報を流すこと。今、２つ言っていますのは、私がもう12年前ですか、

口蹄疫というものを直接の現場での責任者として処理した経験からお話をしておきます。そ

の解説は機会があればお話ししてもいいんですけれども、結論からだけ申し上げますと、そ

の２つです。それが確保できなければ、目に見えない敵と一生懸命戦うということになりま

すから、２つだけがもう一番のポイントだと、２つだけと言いますか、２つが一番のポイン

トだと申し上げておきたいと思います。 

 次に、いただきましたこのアンケート、正直言って興味ある調査だと思います。自分の体

験に基づいて、現場を経験した上でまとめておられる。特に若い人の気持ちがあらわれてい

る。そのとおりだと思うんですよね。 

 そこで、今回のことで一番国民の皆さんというと大げさですけれども、みんなが気になっ

たのは総論、かわいそうだよね、大変だよね、何とかせんといかん、日本人みんなで支えに

なっていかん、みんなそう思ったと思うんですよ。じゃあ、その瓦れきは、あんたんところ

でちゃんと処理してやるねとなったら、これはまた話は別だというので、いわゆる典型的な

総論賛成各論反対のスタイルで動き始めたものだと思いますね。 

 だから、そこをどう超えるか。普通だったら、多分２つの問題がごちゃまぜにならなかっ

たと思うんですよ。何がごちゃまぜになったかというと、津波で、あるいは震災でできた瓦

れきの話と、原子力発電所の爆発といいますか、飛び散った汚染物、それとが一緒になって

きたんですよね。だから、安全・安心というのには、あるときは強烈に強調されてみたり、

あるときはそんな日本を汚染列島にするのかみたいな議論になり始めた、なっているのかも

しれません。 

 そこで、今回はその放射能汚染にかかわるものは論外だとしまして、別にしまして、瓦れ
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きの話に、震災で出てきた瓦れきの話で我々のといいますか、私はこの地域の行政の担当者

としての経験だけをお話をしておきますと、発生したのは2,300万トンですよね。2,000万ト

ンは、実は阪神・淡路、私もそれにはある意味で責任者としてかかわっていましたから、経

験でいいますと、ほとんどが地域で、地元で処理をされています。したがって、それよりも

ずっと広い地域だから地元でやれるんじゃないかと、こういう話になりますね。実際、宮城

県と岩手県から話が来ているのは、400万トンを何とか地域外で処理できないだろうかと、

こういう話だったんですよ。ずっと話を聞くと、３年かかるから３年間ほっておくわけには

いかないだろうというんで、じゃあ、全国的にやろうかと。ここで少し、私はハンドルの切

り間違えがあったんじゃないかと思うんです。すぐ全国って話になっちゃったんですよね。

したがって、むしろ否定的な意見を掘り起こしてしまったんじゃないかと思っております。

そのくらいの量だったら、地域でもうちょっと頑張れば、あるいは新しく処理する施設をつ

くったり、ほかの方法を考えればできたんじゃないかと。それをなぜか、広域処理に話が飛

んでしまったということが 初の混乱といいますか、問題提起があったのかなと思っており

ます。 

 こういうものは端的に言えば、言い方を間違えると申しわけないんですが、生活からも出

てくるごみと同じような処理ができるわけですから、近隣でできたんじゃないかという話が

あったんですよ、もともとこの話が出たときに。 

 それから、もう１つは処理するときに燃すという話と、要するに燃やすという話と、燃や

さないで埋めてしまうという話が一緒になってしまったんですよね。燃やしてしまったら濃

度が上がるから、したがって、風評被害みたいな話にまでなってしまうと。途中、省略して

言いますと、この地域でやろうじゃないかという話が提案としてありましたね、御記憶でご

ざいましょう。そのときは燃やさなくてもいいものを何とかして地域で引き受けようかとい

う話になったんですよ。ところが、全体がいろいろ混乱したものだから、危ないだとか、汚

染だとか、風評被害につながるという話だったんですよね、まさに、正確な情報がなかった

ということではないかと思います。 

 それから、もう１つは、埋めるということがあったら方法はいっぱいあったと思うんです

よ。例えば、防波堤とか土手がなくなりましたからね。そのかわりに、そこにつくるのの材

料にすればいいじゃないかとか、それから、埋め立てを高いところに、土地の造成をしない

といけないと、住宅のために。それを造成に使えばいいじゃないかと、安全だって前提です

よ。そういう議論もあったのに、そういうのは手はつけられないで、広域に何かやってくれ

という話になってしまった。それが今回の、いまだにまだ収束を見ていない原因かなと私は

思っております。それが、むしろ反対論のほうに傾斜をしてしまっている。何で沖縄まで持

っていくのかとかね。安全じゃないのに大丈夫かと、誰がその安全をチェックするのかとい

うところに議論が、がーっと当たってしまったのかなと思っております。ただ、沖縄まで運
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ぶというのは誰がどう考えてもロスが大きいし、ある意味では無駄です。それはおわかりだ

と思います。400万トンのものをね、もっと近場で処理できたんじゃないかという理屈にな

ってしまったと。それから、住民感情をもっと考えて、きちっとした正確な情報が流れてい

れば、こういう形ではなかったかなと思いますが、それはもう後の祭りですよね。一応、県

としても受け入れないという形になって、今、収束を見ましたから。 

 ただ、私たちは議員のこういうおまとめになった、これ３ページにまとまっていますか、

こういう自身の手で政策参加をされる、御意見を集約される、大変大事なことだと思ってい

ますし、これからも、こういう結果を十分参考にしていかなければならないと思っていると

ころでございます。 

 やや途中経過が省略された分がありますけれども、一番大変なのはスローガン、頑張ろう

ねってスローガンと、行政的に本当にきちっとした制約、あるいはハードルの中で仕上げて

いくということの難しさを余りに違う形でおさめてしまったので、結果、今のところはです

よ、これからどうなるかわかりませんが、なかなか収束を見ないということの原因かなと思

っています。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 １番議員中村一尭君。 

○１番（中村一尭君） 

 御答弁ありがとうございます。 

 やっぱりもう国全体を、東北大震災は国の災害ですから、市長の答弁を聞いていて、国全

体を見回した答弁だなというふうに思いました。やっぱり情報の出し方によって違うし、パ

ニックにならんようにって、さっき部長おっしゃいましたけれども、パニックにならんよう

な瓦れきの受け入れの処理方法とか、地元で解決する方法があったんじゃないかなというふ

うに思います。 

 持ち時間もちょっと少なくなってきておりますけれども、何で私がこれほどまでに瓦れき

処理のことを今回言う、質問したかというと、ある被災地の例、私が体験をしたからです。

被災地のある学校では、災害時の危機管理についてしっかりと学習して、訓練して、災害が

起こってからもすぐ避難して、とうとい命が数多く救われた。こういう学校を皆さん、テレ

ビでもラジオでもごらんになったと思います。片や一方で、危機管理の対応がしっかりされ

ていなかったところは、残念ながら、全校児童の約７割が津波によってとうとい命を奪われ

ました。危機管理の備え次第で、こんなにもやっぱり違いが出てくるというふうに私は感じ

たんです。 

 私は、４月にその被害の大きかった学校に行ってまいりました。今でもこれよく覚えてい

ます。休日の日曜日でした。行ったときに、裏にすぐ山があるんですけど、あそこに逃げた

ら、いろいろ助かったんじゃないかなというふうに思って見ていたら、何か裏山の斜面で人
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影が見受けられる。何だろうなと思って、地元の人に聞いてみたら、あれは津波で流された

子供の両親とか、御家族が、裏山に流れたかもしれない子供の遺品を毎週末探しているんだ

と教えていただきました。１年たったそのときでも、毎週末、家族の人が子供の遺品を探し

に来ている。私は、本当にこんな悲しいことがあってはならないなというふうに思います。

だから、この場で危機管理についてしっかりと改めて認識してもらいたいというふうに思い

ます。同じような悲しみを背負わない人たちをつくることが私たちの議会と行政の責任でも

あるんじゃないかなというふうに私は思うわけです。万全の備えを、これから市としてもし

ていただきたいと思います。 

 時間がありませんので、次の質問に移らせていただきます。 

 先ほど御答弁がありました外灯の件ですけれども、１年に数度、１回か２回、学校のほう

でいろいろ話があって、結局は市の持ち物、土地だと外灯はつけれるけれども、地区の防犯

灯はやっぱり地区にお任せするという回答だったんじゃないかなというふうに思います。 

 それは地区の外灯かもしれないけど、やっぱり改めて何か支援できることがないのかなと

いうふうに思うわけです。暗い場所を帰っている、私たち困っているんです。藤山さんおっ

しゃっていました。たしか能古見の方だったと思いますけれども、外灯が２つしかないとか

おっしゃっていたんじゃないでしょうか。本当に冬場には怖い、だったら、外灯があるとこ

ろを、時間じゃなくて、もっと暗くなったら点灯するという、前もって、そういう外灯の点

灯できる時間を早めたほうがいいんじゃないかというふうに思います。ここはもっと市とし

ても考えていただきたいなと。できる、あるものを、外灯も鹿島市あるんですから、それの

時間帯を早める。これはあるものを活用するという点では、市長がいつもおっしゃることに

似ていると思います。外灯あるんだったら、対応を変えましょうよというふうなことをお願

いしたいと思います。 

 後に、小中学校の冷暖房設備について質問したいと思います。その内容については、夏

場、暑い教室で勉強するのはとても大変です。ですので、冷暖房を設置してほしい、30度を

超える日には冷房をつけて、勉強しやすい環境を整えてほしいという提言が東部中学校の今

福さんと川浪さんからありました。 

 子ども議会での教育長の答弁としては、３つの返答があったと思います。 

 まず１つ目、昔は冷暖房がなかったから、今の小中学生も我慢をしてください。２つ目が、

鹿島市は冷暖房設備よりも学校の耐震化に力を入れています。そして、３つ目が冷暖房を設

置すると、夏休みが短くなるという話が出てくるかもしれないというものでした。実際、答

えられました。 

 私は、先日の子ども議会での教育長の御答弁は、鹿島市のまちづくりや子供たちの未来を

議論するべきこの議場の場で、大変不適切な発言じゃないかなというふうに私は思います。 

 まず、冷暖房を設置すると夏休みが短くなるかもしれないという発言についてですけれど
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も、現在、佐賀県内では嬉野市内13校のうち９校の80教室、そして、神埼や鳥栖市などの小

中学校の一部に、各教室の一部に冷暖房が設置してあります。その嬉野市、神埼市、鳥栖市

の教育委員会で冷暖房が設置されたことにより、夏休みが短くなったんですかというふうに

問い合わせたところ、そんなことはありませんという回答をいただきました。隣町の教育委

員会では、クーラーをつけても夏休みは変わらないけど、鹿島はクーラーをつけたら夏休み

が短くなるのかと、こういう、例えば──例えかもしれないですけど、教育現場の違いでこ

んなにも考え方が違うのかなと思いました。鹿島市の大切な教育をつかさどる教育長が、ど

ういう意図で発言されたのか。クーラーを設置して、夏休みが少なくなった学校はどこにあ

るのか、調べたけどちょっと調べ方が足りんかったんでしょうか、わかりませんでした。教

育長のあの答弁について、私、あんな発言はしていいんでしょうかということを市民の方３

人から言われました。もしかすると、子供たち相手ということで、半分はいろいろ教育長考

えておっしゃったかもしれませんけれども、厳正厳粛な議場で、ましてや鹿島市の未来を担

う中学生、子供たちの純粋な思いを教育長はどういうふうに受けとめていらっしゃるのか、

教育長にお考えをお尋ねいたします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 江島教育長。 

○教育長（江島秀隆君） 

 子ども議会のときの私の回答について批判めいたと言ったら言い過ぎかもわかりませんけ

れども、御指摘をいただいておりますが、そのことについて、 初に、その夏休みが短くな

るかもしれないというようなニュアンスの発言についてお答えしたいと思いますけれども、

これは教育長としての方針とかいうものではございません。そういった声が地域社会のほう

から出るかもしれませんというような意味合いで言ったつもりでございます。 

 現実に、神埼市のほうで夏休みをちょっと短くしたというような情報があったんですけれ

ども、このことは御存じでしょうか。 

 クーラーを入れることのその結果がどうかわかりませんけれども、いわゆる授業時数の確

保という面でも、そういったところが検討はされているところがございます。 

 結局、以前よりも授業時数がふえておりまして、それを確実に確保するという意味合いで

県教委自体も、大分、県全体に呼びかけをしておりますけれども、土曜日の授業とか、ある

いは日曜日の授業を一部したらどうだろうか、ただし、これは週５日制という趣旨を逸脱し

ないような範囲でというようなことも呼びかけられたりしております。それから、年間通し

て、夏休みに授業を一部取り入れるということも検討したらどうかということもあります。

そういった意味も含めて、ああいった言葉を発したわけですけれども、そういった説明が十

分できなかったということは、ここでおわびしたいと思います。 

 それから、中村議員のお話の中に、我慢してくれとかいうような言葉もいただきました。
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昔は、エアコンはついていなかったんですよと、そういった意味で我慢することも大事だと

いう意味合いで言ったわけですけれども、子供たちが確かに、この温暖化に対して身体的に

ついていけるかどうかというのは、やはり心配な面もございます。強靭な体をつくるという

のは、これはもう常日ごろ大事なことだと思っておりますけれども、やっぱりこの温暖化は

世界的にも言われておりまして、北極海の氷も現実的にかなり溶けておるという事実がござ

います。 

 だから、そういった意味で、温暖化に対しては私どももしっかりと検討しながら、エアコ

ンをつけるような方向で検討をしていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 １番議員中村一尭君。 

○１番（中村一尭君） 

 御答弁ありがとうございます。 

 まず初めに、神埼市の件なんですけれども、授業数が今、足りていないからとか、それに

冷暖房が関係しているかどうかというのは済みません、私がそこを認識していないので、ち

ゃんと調べて、もし、そういった冷暖房が設備されたから夏休みを短くしたということで、

そこは神埼市に行って、きちんと聞いてきて、済みません、僕が勉強させてもらいます。あ

りがとうございます。 

 さっき教育長おっしゃいましたけれども、教育長として言ったのではなくて、市民からそ

ういう声が出てくるかもしれないとおっしゃいましたけれども、教育長が話されることです

から、教育長の発言として私たちは受けとめるんですよ。市民の人もそうじゃないんですか。

教育長として言ったのではないということは、ちょっと私は何か違うと思います。でも、教

育長おっしゃっているように、テレビとかラジオでも温暖化のことは非常に今、騒がれてお

ります。 

 先日、福井議員の冷暖房を設置してほしいという質問に、将来的に設置したいと、先ほど

も将来的に設置をする予定というニュアンスで御答弁されたと思いますけれども、私は、そ

の答弁を聞いて、５年先なのか、10年先なのか、20年先なのか、いつなのかなと正直思いま

した。将来的に設置したいと思うと答えられましたけれども、近いうちに解散すると言って

解散しない政党のようだなというふうな感覚を、私は何か覚えました。 

 また、教育長の答弁の中には、鹿島市は冷暖房の設備よりも学校の耐震化に力を入れてい

るという発言がありました。確かに、現在、鹿島市では体育館、学校の改修、耐震化も行わ

れており、また、県内の小中学校を調べても、東北大震災以降、学校の耐震化は急務と考え

られております。しかしながら、同時並行して耐震化と学習環境の改善をしておられる学校

もございます。電話で確認したところ、学校の耐震化と同時に、唐津市では今年度、1,300
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千円、来年4,000千円の予算を投じ、教室内に冷房じゃないですけど、これは扇風機を設置

するというふうにおっしゃっていました。また、嬉野市でも、嬉野市は冷暖房の設備、夏休

みにも設置されましたけれども、そのほかにも地震対策費としての耐震化も行われていらっ

しゃいます。 

 子供たちの安全と学習環境の改善は、私たちの責務ですというふうに、ある教育委員会の

職員さんが言われておりました。私は、鹿島市でもすぐに冷暖房とはいかなくても、扇風機

ぐらいは各教室に設置していただきたいと思いますけれども、鹿島市の小学校に扇風機を取

りつける、または設置する予定とかっていうのはないんでしょうか。また、そういった必要

性、要望は教育委員会に上がってきていないんでしょうか、質問いたします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 口市長。 

○市長（口久俊君） 

 今の御質問の直接の答えじゃないんですが、前提となる話を一つだけ理解しといてもらい

たいと思うのがあるものですから、実は、私が市長に就任しましたときに、首長の役割で非

常に大事なことが幾つかあるんじゃないかと思った中の一つが、危機管理をどうするかとい

うことだったんですよ。その危機管理の中で、その備えが鹿島に近いところでどういうこと

になっているのかなと考えてみたときに、２つ気になることがあったんです。 

 １つは、当時、まだ震災が起きていないときですよ、震災の１年前ですからね。校舎の耐

震化が非常におくれていた。当時の計画は、私が就任したときから10年ぐらいかかるという

計画になっていたはずです。それではちょっとひどいじゃないかと、何があるかわからない

よて、しかも10年たったら全部卒業してしまうと、極端に言えば１年生もね、義務教育を。

それは何とかしてもらいたいというんで、教育委員会に相談して５年にしてもらいました、

半分に。そこは。そのかわり多額の金が要ります、計画よりも。それが１点。 

 もう１つは、鹿島に豊富にある水を何とかできないだろうかと、この水の話はきょうのテ

ーマ外だから省略をいたします。 

 したがって、そういうふうに耐震化に、それまで考えていた計画以上に踏み込んで金を使

うということにしたのは、そういう背景がありました。それでも、やっとほかのまちと比べ

たらおわかりだと思います。決していいほうじゃないんですよ。市だけでも下から数えて何

番目ぐらいの耐震化率、 終的には2015年で終わることになっています。当初はダブります

が、2020年までかかるということに計画をされていました。 

 したがって、教育長の発言は、そこだけを見れば、当初の計画をかなり無理して繰り上げ

て、多額の金を使いますから、当面すぐほかのことまで手が出ませんという下地があったと

いうことは理解をしておいていただきたいと思います。 

○副議長（橋川宏彰君） 
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 １番議員中村一尭君。 

○１番（中村一尭君） 

 それではもうちょっと時間がありませんので、その小学校や中学校から扇風機とかを設置

してくださいという要望とかは上がってきているのかどうかだけお答えください。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 江島教育長。 

○教育長（江島秀隆君） 

 具体的に声は聞いてはおりませんけれども、私が中学校におったころには、欲しいなとい

うようなことを漏らしたことはございます。ただ、これを事務的に、どういうふうにしてい

こうかというところまでは、学校のほうでは検討できておりませんでした。 

 以上でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 １番議員中村一尭君。 

○１番（中村一尭君） 

 ありがとうございました。 

 実際に要望は出てきていないということで御答弁ありましたけれども、文部科学省の学校

環境衛生基準という学校のいろいろ決まりが書いてある本によると、教室内の温度は10度以

上30度以下であることが望ましいと記載されています。また、児童生徒に生理的、心理的に

負担をかけない も学習に望ましい条件は夏場で25度から28度とされています。 

 今回、質問するに当たり、いろいろ私、足で調べました。その調べたところによると、鹿

島市の市内の学校で、ことしは７月に教室内の温度が30度を超える日があったそうです、実

際に。やっぱりことしの夏、特に暑かったから、はかっておられたんだと思います。 

 先日、中島教育次長は、定期的に温度をとっている学校はありませんというふうに言われ

ておりましたが、いろいろ調べたら、市内の学校から教室の温度を測定されたデータがあり

ました。昨年９月に測定されたデータによると、10日間中８日間が室内温度31度を超えて、

も高いとき、３時ぐらいには教室の温度が34度という日もあったそうです。 

 ことしの夏には、余りにも暑かったという学校の先生の判断で、人数の多いクラスには家

庭用の扇風機を設置した学校も市内にあったということでした。現場の判断で教室に扇風機

が必要と感じられたからだと思います。 

 こういった背景を考慮していただいて、冷房設備とはいかなくても、せめて扇風機だけで

も設置していただきたいというのが、やっぱり現場の先生たちの判断、そして、子供たちの

願いじゃないんでしょうか。要望は出ていないとおっしゃいましたけれども、やっぱり実際

使われている学校もあったそうです。上がってこないだけかもしれない。そういう現場の要

望をくみ取っていただきたいというふうに思いますけれども、扇風機の件に関して、どうで
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しょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 江島教育長。 

○教育長（江島秀隆君） 

 扇風機のことについてお答えしますけれども、今後、学校現場のほうに声を聞きながら検

討していきたいというふうに思っております。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 以上で１番議員の質問を終わります。 

 ここで10分程度休憩します。11時35分から再開します。 

午前11時24分 休憩 

午前11時35分 再開 

○副議長（橋川宏彰君） 

 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 次に、３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 ３番議員勝屋弘貞でございます。通告に従いまして御質問申し上げます。 

 大きな１つ目、中小企業憲章を踏まえての質問でございます。 

 日本の中小企業は、経済社会に重要な経済的、社会的な役割を担っており、日本の全企業

数の99.7％を、従業員数では69.4％を占めると言われております。１次産業が主体とはいえ、

我が鹿島市においても多くの中小企業が地域の雇用を確保し、鹿島市の財源確保にも多大な

る貢献を果たし、鹿島市の発展に大きく寄与していることは周知の事実でございます。 

 しかしながら、近年、経済のグローバル化は国際的にも国内的にも激しい企業間競争をも

たらし、それに加え、急速に少子・高齢化が進展してきたことで人口減少時代が到来し、消費

の減少を招き、中小企業を取り巻く環境はこれまでになく厳しい状況となってまいりました。 

 そのような中で、今国会におきましては消費税の増税が可決され、ますます消費の低迷が

懸念されるところであります。社会保障の充実、これ以上、子孫に負担をかけないという点

からも納得せざるを得ないのかとも思いますが、企業によっては増税分の上乗せをやりにく

い業種もあり、そういったところではますます厳しい状況に置かれるわけであります。 

 さて、2010年６月、中小企業憲章が閣議決定なされました。条文の一部を抜粋して読み上

げますと、「中小企業は、経済を牽引する力であり、社会の主役である。常に時代の先駆け

として積極果敢に挑戦を続け、多くの難局に遭っても、これを乗り越えてきた。」「中小企

業がその力と才能を発揮することが、疲弊する地方経済を活気づけ……日本の新しい未来を

切り拓く上で不可欠である。」「政府が中核となり、国の総力を挙げて、中小企業の持つ個

性や可能性を存分に伸ばし、自立する中小企業を励まし、困っている中小企業を支え、そし
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て、どんな問題も中小企業の立場で考えていく。これにより、中小企業が光り輝き、もって、

安定的で活力ある経済と豊かな国民生活が実現されるよう、ここに中小企業憲章を定め

る。」とあり、結びには「我が国では少子高齢化が進む中、これからは、一人ひとりが、力

を伸ばし発揮することが、かつてなく重要性を高め、国の死命を制することになる。したが

って、起業、挑戦意欲、創意工夫の積み重ねが一層活発となるような社会への変革なくして

は、この国の将来は危うい。変革の担い手としての中小企業への大いなる期待、そして、中

小企業が果敢に挑戦できるような経済社会の実現に向けての決意を政府として宣言する。」

と、中小企業の我が国における立ち位置とでも申しますか、中小企業なくして我が国なしと

全面的に支援することを宣言したわけであります。 

 この鹿島市にも市民憲章がありますが、憲章とは、公的な主体が一定の理想を宣言する重

要な文章に付された名称に終わるのではなく、国や地方自治体等の公的機関とそこに生活す

る全ての方々との契約的性質を持つものと私は考えております。 

 すなわち中小企業憲章は、中小企業の歴史的位置づけや今日の中小企業の経済的、社会的

役割などについての考え方や、中小企業に対する政府としての期待を基本理念として、同時

に中小企業政策に取り組むに当たっての基本原則や政府としての中小企業政策を進める行動

指針を示し、約束したものであります。 

 全国的に見て、地域では産業活動の縮小が進み、経済の疲弊はとても深刻な状態で、我が

鹿島市においても商店街の空き店舗の増殖や商店街そのものの存続の危機、耕作放棄農地の

増加など他聞に漏れず厳しい状況に追い込まれております。 

 そのようなことから、地域を復興、再生させるために理念を旗を立て、産学官、金融、市

民等の関係者が共通認識を持ち、協力し合い、地域の振興に取り組むことが喫緊の課題であ

ると思うわけであります。 

 ６月に鹿島市が進むべき目標として、ニューディール構想が発表されました。１．安全・

安心のまちづくり、２．交通体系の整備、３．さまざまな施設の再整備、４．産業振興とい

う大きな４つのくくりがあるわけですが、全てにおいて中小企業がかかわってくるわけで、

特に４番目の産業振興においての市民の生活基盤の確保、定住促進を目指し就業の場を拡大

するという項目は、地元で頑張っている中小企業に直接的に関係のある課題であり、鹿島市

がどのように取り組まれていくのか、非常に関心があるところであります。 

 さて、質問ですが、中小企業憲章制定後の多くの自治体は、憲章制定以前からあった産業

振興条例や活性化条例、名称はいろいろありますけれども、中小企業に係る条例が見直され

たり、憲章制定を機会に条例を新しく制定した自治体がありますが、鹿島市におきましては

どのような対応がなされたのか。先ほど申しましたようにニューディール構想に大きく関係

する地元企業とのかかわりを明確にするという視点からも条例の制定は考えられないのか、

御質問申し上げたいと思います。 
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 大きな２つ目、生涯学習・社会教育についてでございます。 

 生涯学習の理念は、教育基本法第３条「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生

を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学

習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければなら

ない。」と定義されています。 

 鹿島市では、平成13年４月に開館した鹿島市生涯学習センター・エイブルを中心として、

市民の皆様がさまざまな文化的な生涯学習に取り組むことができるよう対応がなされている

ことと思います。 

 生涯学習は、わかりやすく申せば、誰もがいつでもどこでも学びたいときに学ぶというこ

とで、学校で行われている教育課程に基づく教育活動はもちろん、子供から大人まで趣味や

生きがい、キャリアアップのための学習など、みずからの充実や生活の向上のために自分に

適した方法を選んで生涯にわたってあらゆる機会や場所において行われる学習のことであり

ます。 

 意義的には、学習者自身の技能、経歴の向上のほか、社会制度の基盤である人材育成にも

つながり、社会経済の発展に寄与することが期待されるわけで、エイブルは平成21年４月よ

り鹿島市から指定管理を受けたかしま市民立楽修大学が管理運営をし、市民による市民のた

めの市民の生涯学習を推進し、コンサート、文化講座など市民だけでなく、近隣市町にお住

まいの皆様からの鹿島で見たい、学びたいの要望に応じて、さまざまなものが企画運営され

ていると存じ上げております。 

 さて、１つ目の質問ですが、生涯学習と社会教育、大きくリンクしているところもありま

すが、生涯学習と社会教育の違いとはどういったものか、改めて御説明をお願いいたします。 

 ２つ目、生涯学習におけるエイブルと各地区公民館の連携状況をお聞かせいただきたいと

思います。また、各公民館独自の活動や市民の皆様の認識の状況をお聞かせください。 

 ３つ目の質問ですが、昨年の６月議会におきましても、竹下議員からも社会教育について

の質問がなされておりました。社会教育の重要性を考える点、大変共感する部分でありまし

たが、そのときの答弁におきまして土井課長のほうより、若手職員に対して社会教育主事の

資格取得の受講を計画的に考えていく必要がある。また、社会教育主事が青少年育成団体と

の連携といった意味では活用できていないので検討したいと答えがありましたが、その後の

進捗状況はどうなっているのか、お尋ねしたいと思います。 

 ４つ目の質問ですが、社会教育面からの子育て支援についてお尋ねいたします。 

 目まぐるしく変わる現代社会、多様な価値観が生じ、子育てにおいてさまざまな考えがあ

ることと思いますが、昔は地域ぐるみでの子育てという言葉も存在しなかったのではないで

しょうか。それが当たり前のことだった。地域が家庭教育力の不足を補う役割をしっかりと

果たしてきたわけであります。 
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 さて、今、鹿島市で行われている子育て支援を考えてみますと、地域力を上げることや経

済的支援、福祉の目からの支援などさまざまな施策がとられていますが、基本の家庭内の教

育力を上げるといった取り組みがなされていないのではないでしょうか。 

 しっかり抱いて、そっと下におろして歩かせる。子供の発達状態に応じた親のあり方を言

った日本古来の格言ですが、子供には子供の発達段階ごとの課題の達成を図り、人格の形成

を目指していく必要性があるわけであります。我が家には我が家のやり方がある、口出しを

するなといった風潮が少なからずあるわけですが、子供の人格形成の基礎は幼少期の家庭に

よって涵養されることをしっかりと自覚し、我が子にかかわっていくことが基本にあるわけ

であります。 

 近も幼児の虐待や命を奪うといった子供が被害者となる事件、それも実の親が加害者と

いうケース、このような痛ましい、聞いていて心が痛むような事件がありました。この手の

犯罪が一向に減る気配もございません。子育ては、本来親にとっては喜びであり、楽しいも

ののはず。このような事件が多発するのは、親が子育てを楽しめる環境が整っていないこと

と親自身の教育力が不足しているからなのではないでしょうか。 

 親の教育力不足を他の機関で補うことに力を入れること、子ども手当や医療費の無料化な

どの経済的な支援、それはそれでとても重要なことで、子育て世代にとっては大変ありがた

く助かることだと思うのですが、それ以前に親となる心構えや子供に対する責任などしっか

りと理解していただくということが肝要なのではないかと思うわけであります。社会教育と

いう観点からの鹿島市における取り組みについてお聞かせいただきたいと思います。 

 これで総括を終わります。あとは一問一答でお願いします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 答弁を求めます。有森商工観光課長。 

○商工観光課長（有森滋樹君） 

 私のほうからは、２点につきましてお答えしたいと思います。 

 まず１点目は、中小企業憲章制定後、鹿島市においてはどのような対応がなされたのかと

いうことでございます。 

 まず、中小企業憲章の制定の流れについて御説明申し上げたいと思います。 

 議員御指摘の背景から中小企業憲章の制定を求める声が出てきたこともございますけれど

も、もともと民主党マニフェスト2009の中に次世代の人材育成、公正な市場環境整備、中小

企業金融の円滑化、この３点などを内容とする中小企業憲章を制定するということが掲げら

れております。 

 これを受けまして、平成22年の２月から５月にかけて中小企業憲章に関する研究会が開催

され、そこでの議論を踏まえまして、パブリックコメント、あるいは中小企業政策審議会、

あるいは経済産業省政策会議等を経まして、平成22年の６月に閣議決定をされております。
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この中小企業憲章は、意欲ある中小企業が新たな展望を切り開けるよう、政府として中小企

業政策の基本的な考え方と方針を明らかにしたものでございます。 

 政策を実施するに当たっては、地方自治体と連携を一層強めていくというふうに掲げてあ

りますので、我々といたしましては、中小企業憲章の精神に基づく政府としての新たな中小

企業支援策を大いに期待しているところでございます。市といたしましては、この中小企業

憲章が閣議決定されたことに対しまして、現在まで特別何か対応したということはございま

せん。 

 次に、ニューディール構想に大きく関係する地元企業とのかかわり合いを明確にするとい

う視点から、条例、これは中小企業振興基本条例のことだと思います。これを制定する考え

はないかという質問に対してお答えしたいと思います。 

 中小企業振興基本条例は、中小企業の振興に関する基本的な方向性や姿勢を市として明示

し、それに対応した施策の基本方針と自治体、中小企業、住民、さらには大学等の役割を明

記した理念条例でございます。 

 これは1979年、昭和54年、東京都墨田区で初めて制定されております。それから、条例が

つくられるのは2000年代に入ってからでございます。その背景の一つといたしまして、1999

年、平成11年の中小企業基本法の改正でございます。この基本法の改正前は、地方は国が施

策を考えてそれを実行するという役割でございました。しかし、これが抜本的に改正され、

地方はそれぞれの地域に合った形で施策を考えて、それを実行しなければならないという形

になったことを受けて条例の制定が起こっているものでございます。 

 把握できた範囲でございますけれども、現在までに全国で85の自治体で制定されておりま

す。県レベルでは15自治体、市町村レベルでは70の自治体となっております。しかし、佐賀

県及び県内市町で制定した自治体はございません。 

 制定の過程を見てみますと、当事者である中小企業者や業者団体の皆さんが県や市町村へ

働きかけて進められたものが多いようでございます。 

 この条例の基本的な構造といたしましては、目的、定義、中小企業の基本的な方向、市の

責務、中小企業の責務、市民の責務などの構成になっております。 

 この条例を制定することの意義といたしまして、３点が上げられております。 

 １点目は、自治体の立場を明確にするということでございます。自治体の中小企業振興に

対する姿勢を明確にしていくということです。全ての施策部署は中小企業振興を重視すると

いうことを明言するということでございます。 

 ２点目が、地域の中小企業の理解を得るということです。地域内の企業や自治体の外部に

この地域では中小企業は大事にされていますよということをＰＲするということです。 

 次に、３点目が行政の姿勢の連続性を担保するということです。首長や行政の担当者がか

わっても自治体の姿勢は変わらないことを担保するということで、中小企業を大事にする姿
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勢、体制は維持できるという意義がございます。ただ、意義は理解できましても、条例制定

の目的が何なのかということが問題であると思います。 

 一般的には理念条例でございますので、どうしても内容的には抽象的にならざるを得ませ

ん。だからといって、既に条例制定がある市町村についても、条例ができてもそのまま何も

進まないという欠点があるようでございます。条例で何をするのか。何が変わるのか。誰が

どのようにかかわるのかなどに関する展望が必要ではないかと思っております。 

 現在、市におきましては、中小企業の振興のための条例は２つございます。現在、これら

によって中小企業の振興を進めているところでございます。 

 １つが鹿島市中小企業融資金の貸し付けに関する条例、これは中小企業の融資に対して助

成をしたいということでございます。もう１つが鹿島市工場等の振興措置に関する条例、こ

れは中小企業者が設備投資を行った場合に対して奨励金等の助成を行うというものでござい

ます。 

 このように融資事業を初めといたしまして、さまざまな施策により鹿島商工会議所等と連

携しながら中小企業の振興を図っているところでございます。こういうことから、現時点で

中小企業振興基本条例を制定するという考えはございません。 

 以上でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 午前中はこれにて休憩します。なお、午後の会議は１時から再開します。 

午前11時56分 休憩 

午後１時   再開 

○副議長（橋川宏彰君） 

 午前中に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 ３番議員の質問に対する執行部の答弁を求めます。土井生涯学習課長。 

○生涯学習課長（土井正昭君） 

 大きな２点目の生涯学習・社会教育については、私のほうからお答えをいたします。 

 まず、１つ目の質問である生涯学習と社会教育の違いについてでありますけれども、生涯

学習は先ほど午前中に勝屋議員が申されましたとおりの内容でありますが、各個人が行う組

織でない学習のみならず、社会教育や学校教育において行われる多様な学習活動を含め、国

民一人一人がその生涯にわたって自主的、自発的に行うことを基本とした学習活動が生涯学

習であるとされております。生涯学習は、国民一人一人が充実した人生を送ることを目指し

て生涯にわたって行う学習であり、主に生涯学習は学習者である個、つまり個人を基準に考

えられることが多いようです。 

 一方、社会教育は、広い意味で学校以外の社会において行われる教育を指します。社会教

育法第２条では、学校教育法に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主
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として青少年及び成人に対して行われる組織的な体育やレクリエーションの活動を含む教育

活動をいうとされています。つまり、社会教育は集団を基準に考えることが多いようです。 

 生涯学習は学校教育、社会教育、その他個人が行う学習活動全部を含んだもので、社会教

育は生涯学習の中に含まれ、学校教育以外の組織的な教育の部分になるのではないかと思い

ます。 

 鹿島市では、学校教育以外の生涯学習、社会教育とも主に生涯学習課が担当になりますけ

れども、平成13年４月に開館した生涯学習センター・エイブルを生涯学習の拠点施設と位置

づけ、生涯学習の推進を図り、平成21年度からは市民立楽修大学に指定管理者として運営を

委託し、市民による市民のための生涯学習の推進を目指し、各種講座の開設や事業の推進を

図っているところです。 

 社会教育については、生涯学習課の社会教育係を中心にドリームシップなどの青少年健全

育成のための事業を初め、社会教育事業として推進をしています。また、各地区に公民館を

設置していますが、各地区のコミュニティー及び社会教育の拠点として、平成21年度からは

指定管理者制度により地元の公民館運営協議会や振興会に委託をして運営を行っているとこ

ろです。 

 それから、２つ目の質問のエイブルと各地区公民館の連携状況と各公民館独自の活動につ

いてお答えをいたします。 

 エイブルからは、各地区公民館に対しては広報紙「エイブルの木」の設置、イベントがあ

る場合のチラシ、ポスターの掲示、チケットの設置、意見、それから、エイブル事業に対す

る意見箱の設置などを依頼されております。公民館からは公民館だよりの設置などをエイブ

ルのほうに依頼されているところです。 

 事業の連携については、エイブルではエイブルバンクというエイブルで学習された方の人

材の登録制度があります。講師登録もされておりまして、活動の場を求められている方もい

らっしゃる状況です。また、エイブルを運営している市民立楽修大学は、エイブルから離れ

ている能古見地区とか七浦地区への働きかけをしたいと常々考えられておりましたので、生

涯学習課のほうで講座などを各地区公民館で連携をとって活用してもらうようお願いをしま

したところ、昨年は七浦地区で講座が実施をできました。今後も人材を持っているエイブル

と地域住民の方への働きかけ、いわゆる人集めの部分ができる公民館のお互いの長所を生か

して、連携できるような働きかけを生涯学習課が窓口となって行いたいと思います。 

 また、公民館独自の取り組みということですけれども、各地区それぞれ取り組みがありま

す。主に共通する部分としては、ふれあいまつりなどの各地区における交流イベント、球技

大会とか町民体育大会などのスポーツ行事、地区敬老会などの行事とか各種講座などの社会

教育事業の開催、公民館だよりの発行などに取り組まれている状況です。 

 生涯学習におけるエイブルや公民館についての市民の皆様の認識の状況についてというこ
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とですけれども、鹿島市からは市報「広報かしま」に毎号「エイブルに行ってみよう」とい

うエイブルからのお知らせコーナーを設けております。また、エイブルでは「エイブルの

木」という広報紙で、毎月市内の各家庭に区長さんの御協力をいただきながら届けていただ

いております。公民館も公民館だよりを毎月各地区の家庭に届けられており、それぞれに活

動状況やお知らせを届けておられますので、市民の皆様の認識という点では確保できている

のではないかと思います。 

 それから、３つ目の社会教育主事の状況についてお答えをいたします。 

 社会教育主事の職務は、社会教育法で「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術

的な助言と指導を与える。」とされておりまして、資格を取得するためには大学での講座を

受講する必要があります。毎年、九州大学のほうで実施をされていますので、今年度は当初

予算で資格取得のための経費を計上させていただき、ことし社会教育係に配属されました職

員を約１カ月の夏期の講習に参加をさせました。 

 理論の習得はできましたので、実務経験が必要になります。３年を経れば社会教育主事と

しての活動ができることになるようです。社会教育係が直接青少年育成団体を担当しており

ますので、社会教育主事の受講内容を直接実践で活用できることを私たちとしても期待して

いるところでありますし、今後、公民館などでの社会教育に対する助言など指導的な役割も

期待をしているところです。 

 それから、４つ目、社会教育という観点からの子育て支援、特に親となる心構えや子供に

対する責任などを理解してもらうための取り組みということですけれども、教育基本法の第

１条に教育の目的について、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会

の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければな

らない。」とされており、平成24年度版の鹿島市の教育で社会教育方針として、「学び、楽

しみ、交流する生涯学習のまちづくりのために、市民が等しく学校教育や社会教育あるいは

スポーツ・文化・ボランティア活動などを通じて、学び合い助け合いながら、生涯にわたり

学習していく社会づくりが重要となっています。多様化する現代社会を生きていく中で必要

な知識や楽しみ、生きがいを見出すために、地域教育・社会教育の充実と文化・スポーツの

振興を図り、いつでも、どこでも、何でも学べる環境づくりを目指します。」としています。 

 学校教育、社会教育、生涯学習などの教育によって、将来にわたって人生のいろんな場面

で人の行動に影響するものと考えておりますので、親となる心構えや子供に対する責任など

についても何か一つの教育によって効果が出るというものではなく、いろんな教育活動によ

り培われるものと考えております。 

 生涯学習課としましては、社会教育方針に沿って生涯学習、社会教育の担当課として学習

機会や情報の提供により教育の目的である人格の完成を目指し、心身ともに健康な市民の育

成を図ることで子育て支援を図りたいと考えております。 
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 具体的な例として、学習機会の提供としては昨年からパパと一緒にパンづくりということ

で親子の料理教室を実施して、男女共同参画や家庭内の親子のコミュニケーションづくりに

資する講座として開催をしています。 

 鹿島の長所である豊かな自然や文化、歴史を生かして、鹿島ドリームシップやハウスキャ

ンプなど青少年の自然体験や宿泊体験などの事業を実施し、学校教育で取り組めない部分を、

特に青少年健全育成を主な役割として生涯学習課では取り組むことで心身ともに健康な人格

の育成を図りたいと考えております。 

 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 どうもありがとうございました。それでは、一問一答に移らせていただきます。 

 それでは、中小企業憲章のことにつきまして、条例の制定をどうにか考えられないかとい

うことで質問させていただきましたが、今、鹿島市における中小企業の貢献度と申しますか、

それを税収の割合でよございますので、お聞かせ願えますでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 大代税務課長。 

○税務課長（大代昌浩君） 

 お答えします。 

 法人市民税の税収の貢献度ということで、法人市民税は、御承知のように事業年度の実績

によって法人税割が課税されますので、年度によってそれぞれの事業所の税額は異なります。 

 それで、一概には言えませんけれども、平成23年度の決算状況で申し上げますと、法人市

民税の収入額は平成23年度181,140千円となっております。 

 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 法人市民税は181,140千円ですね。中小企業には、働いていらっしゃる方々の住民税とか、

そういうところで所得税とかいろいろあるわけですが、そういうのをひっくるめたら、中小

企業にかかわるものといったらどれぐらいなんでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 大代税務課長。 

○税務課長（大代昌浩君） 

 お答えします。 
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 先ほど申しました法人市民税の収入額、税収で181,140千円、このうち市内事業所数がこ

れで658事業所ございます。それで、地元企業という観点から申し上げますと、鹿島市内に

本社、それから本店がある事業所、つまり、営業所、支店のみの事業所を除きますと434事

業所で、全体の約65％を占めております。税額では94,500千円ですので、全体の約50％強を

占めているという状況でございます。 

 それで、この法人市民税とあと住民税ということになりますが、住民税が市民税と県民税

と一括して徴収しておりますので、また、その徴収の方法が特別徴収と普通徴収、特別徴収

は事業所で一括してまとめて納付するという方法ですが、普通徴収は住民の方が直接納付書

や口座振替で納めることになっております。 

 それで、この住民税につきましては、詳細な分析はできておりませんけれども、概算で申

し上げますと、先ほど申し上げました市内に本社、本店のある事業所で特別徴収をしている

主な事業所を拾い上げて、個人の住民税額を見てみますと約313,000千円で、このうち市民

税と県民税の比率を大まかな数字の割合で比率を６対４ぐらいで振り分けて、市民税のみで

引きますと約187,800千円となります。 

 市民税全体では、平成23年度の決算額で911,890千円ですので、率にすると全体の約２割、

市民税の約２割が市内の事業所に本店を持つ事業所、この中で特別徴収だけ抽出しておりま

すので、実際にはもう少し上回るものと見ております。 

 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 どうもありがとうございます。結構な貢献をされているということです。 

 先ほど条例をつくることは考えていないということでお答えがありましたけれども、こう

いう条例がきちんとそろっているということは、企業誘致をするに当たっても鹿島市がしっ

かりと考えているんだということをアピールできると思うんですが、そういうことは考えら

れないんでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 有森商工観光課長。 

○商工観光課長（有森滋樹君） 

 お答えします。 

 企業誘致におきましては、現在、条例等で助成措置、新規雇用に対する助成とか、あるい

は固定資産税に対する助成、あるいは設備投資に対する助成等を条例でうたっております。

そういう有利な条件がありますよということで企業誘致に取り組んでまいりたいと思ってお

ります。 
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○副議長（橋川宏彰君） 

 ３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 それにかわる条例もあるということで、つくらないということなんでしょうけど、鹿島市

はいっぱい条例はございますね。中小企業、大概のものに少なからずかかわってきていると

は思うんですよね。それは私も理解しております。でも、先ほども申し上げましたように、

地元企業はしっかりと鹿島市に貢献しておるということは御理解いただいていると思います

けれども、１次産業とかには予算なんかをどんと組まれる割には成果が見えない。治水とか

国土を守るということで必要なことということは十分に承知しておりますけれども、これは

地元企業に予算をくれと言っておるわけじゃないです。誤解はしないでいただきたい、その

辺はですね。 

 企業は、本当に働いている方本人もですが、後ろに家族も背負って一生懸命努力を続けて

頑張っているということを強く申し上げておきたいと思います。 

 ニューディール構想の産業振興においての市民の生活基盤確保、定住促進を目指し、就業

の場の拡大を目指すという項目がございますけれども、これは鹿島市で経営に当たっていら

っしゃる企業に力をつけていただき、一人でも多くの従業員を鹿島市の企業で雇っていただ

く、そういうことではないかと思うんでありますけれども、100人を雇う会社が１個来るよ

りか、100社の会社が１人ずつ雇えるようにボトムアップというか、底辺を上げるというか、

一つ一つの企業が力をつけていただくということをおっしゃっているのだと私は思うんです

けれども、市長には中小企業なくして我がまちなしというような考えはございますか、その

辺をお答えください。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 口市長。 

○市長（口久俊君） 

 中小企業についての考え方、御質問がございました。 

 ちょっと先ほど課長が答えておりましたことに補足する部分もあると思いますが、これま

での中小企業を中心にした状況を見ます、政治や行政だけではなくて、世間の目もどちらか

というと大きな企業へ関心が集まりがちだったんですね。しかし、国内的には、さっき議員

もお話がありましたように、高度成長も終わり、バブルもはじけ、エネルギー問題や少子・

高齢化というのが起きてきたと。対外的には、さらにリーマンショックがあったりして競争

が激化してきた。世界的な不況、円高、いろんなことがございましたね。 

 その中で、私は中小企業の皆さんの役割とか努力は決して否定していないんです。むしろ、

驚くべきものがあったと思ったほうがいいと思うんですよね。中小企業の皆さんの頑張りは、

本当にいいものとか、ほかの企業とか、あるいはほかの国ではまねできないようなそういう
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品質のものをつくり出すということで、自分の得意わざを磨いてみえたと思うんです。 

 オイルショックがあったときは、振り返ってみますと、省エネ対策で頑張るとか、それか

ら、急激な円高が進んだときは新しい分野にも手を出してみようかということで頑張られた

ところがあったのは御承知です。 

 バブルがはじけた後は、これはちょっと流通ルートをかえんといかんだろうということで、

ネット販売に頑張るとか、いろんなことで頑張られたんですね。そういう皆さんが頑張られ

た結果、世界的な不況とかエネルギー事情の変化を踏まえて、そして少子・高齢化、さて、

ここでということで自分たちの身の回りを見て、もう一回、中小企業の皆さんが何をなすべ

きか、意識をちょっと違った目でごらんになったと。もう少し、地域社会と住民生活とかか

わったほうがいいんじゃないのか。 

 さっき立ち位置といいますかね、そういう言葉を使われたと思いますが、そういう面での

意識が高まった、認識が高まったと思うんです。逆に言うと責任感の問題も出てきたと。そ

の中で、みずからの能力をどういうふうに高めていくかということで、どう主張していくか

と、そういう問題が一つですね。 

 それから、中小企業の位置づけを確立したいなと思われたと思うんですよ。そして、相互

に連携したほうがいいんじゃないかと、ばらばらじゃなくて。そういうことで、ある意味で

自我の確立とちょっと大げさなんですけど、そういうことをおやりになった。 

 もちろん、冒頭に言いましたように、国民の皆さんも政治家の皆さんもその役割とか位置

づけをもう一回見直そうと、そういうことでたしか10年ぐらい前だったと思いますね。中小

企業家同友会というのが一生懸命勉強されましたですよね。これは、たしか議員もメンバー

の一人に入っておられると思います。佐賀県から100人ぐらいですかね、鹿島市で10人ぐら

い入っておられると思いますが、そういうメンバーの皆さんが一生懸命勉強されて、これは

少しヨーロッパに──お手本はヨーロッパですよね、ＥＵに小企業憲章とありますから、そ

の小企業憲章を頭に置きながら、少しそういうのをつくったほうがいいんじゃないかという

ことで一生懸命運動をされたという経緯があります。これが実ははしりなんですよね。その

後、さっき課長が答えておりましたように、民主党がそういう動きを踏まえてマニフェスト

にお書きになったというのが流れだと思います。 

 そういうことですから、決して世間は中小企業の皆さんに目を向けていないとか、そうい

うことではないと思うんですよ。そこで、憲章ができたと。ただ、これは法律にするには性

格的に違うだろうということで、閣議決定になったということは、もう既に勉強する中心の

メンバーに入っておられたからおわかりだと思います。 

 そこで、じゃあ、条例をつくるのはどうか。私は条例というものが制定されることは、そ

のこと自体は別に問題を抱えていると思わないんですよ。問題は、その条例が何のためにど

ういう内容でつくられるかということだと思います。 
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 大きく分けると３つぐらい対応の仕方があるんですね。全く閣議決定のとおりに理念法、

つまり、理念だけ書いてそれで終わりにするということであれば、正直言って、余りエネル

ギーを使う割には効果が少ないと思っています。 

 その次のスタイルは運動型といいますかね、ちょうど私たちのまちにも市民憲章もありま

すし、そういう意味の憲章型、運動型ですね。例えば、内容でいいますと、市民がいろんな

ものを買うときは市内で買いましょうねとかね、飲食をするときは市内でちゃんと食べまし

ょうねとかいう運動型ですよ。それをもっとさらに進めるというのが一種の規制型といいま

して、公的な発注は市内を優先的にやれと、かなり行動を規制するということがあります。 

 いずれもそれぞれの一長一短ありまして、ここで肝心なことは、ほかの条例とかなんとか

と違いまして、むしろ企業家の皆さんからこういう運動が盛り上がってきたという背景が違

うんですよね。したがって、私はむしろお願いなんですけれども、ぜひ鹿島にもこういう条

例があったほうがいいねという話になるんだったら、商工会議所とか、そういうところで議

論を詰めてもらうとありがたいと思います。 

 だから、議員も商工会議所の中でいろいろ議論されるときに、どういうふうにしたらいい

だろうか、意見を聞かれたらいいと思います。私たちも意見を聞いてみたいと思います。 

 重ねて言いますが、中小企業の皆さんの役割を無視しているとか、そういうことでは全く

なくて、さっき税務課長もお話をしていましたが、市の経済的な部分で相当貢献をいただい

ているということは事実数字で出てきていますから、それを踏まえて一体我々はというか、

議会を含めてどういうような対応をするんだろうか、そういう結論に結びつけられたらあり

がたいなと思っています。 

 それと一言だけ、多分市民の皆さんが気にされると思いますから、余りあいつらは税収で

ばかり議論しよると言われると、農林水産業と比較したときに税収がない人はじゃあ手当て

せんでいいのかみたいな話になりますから、それはパーツですから、いろんなことで持って

おられる機能とか、役割とかということを重視しながら行政は進めていかないといけないと

思っております。税収はその一部ですから重視はせんといかん。しかし、それ以外にそれぞ

れの団体、それぞれの職業がいろんな形の役割を持っておられるということも我々は頭の中

に置いておかなければならないと思っております。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 ありがとうございます。私も今まで以上に勉強させていただいて、商工会とかでもお話を

お聞きして、ぜひとも企業家のほうから声が上がるようなことで動ければと思っております。 

 次は、生涯学習につきましてお願いいたします。 

 エイブルの事業では、音楽や演劇、落語など市民の皆様の文化的知識を高め、よりよい人
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生を歩まれることを願い、いろんな催し物があっておりますが、まずもって、よいものを安

くというさまざまな企画が組まれていることに感謝申し上げたいと思います。 

 先日、市民会館で「この子たちの夏1945・ヒロシマナガサキ」という原爆で大切な人を亡

くした人々の手記をもとに平和や命のとうとさを訴えるような朗読劇がございました。原日

出子さんとか、かとうかず子さん、古村比呂さんとか、皆さん方が御存じの女優さんが出演

されておりましたけれども、ごらんいただいた方々からの反響は予想以上のものがございま

した。しかしながら、ちょっと残念だったのが、子供たちにぜひとも行ってもらいたいなと

思っていたんですけれども、ちょっと子供の来場が少なかったというのがございました。 

 楽修大学サイドからの連絡もちょっと遅かったというようなこともあるかもしれませんけ

れども、年間のスケジュール等は事前に早目に多分わかっていらっしゃったと思いますし、

もう少し学校サイドとの連携がとれておれば、来場はどうにかもう少し乗ったんじゃなかろ

うかというふうな思いがございます。 

 先日いただきました平成24年度の鹿島市の教育にも、学校や地域、地区公民館との連携も

具体化していきたいということで記載されておりました。公演や催し物につきましては、生

涯学習の一環と捉えて、結構、鹿島市のエイブル、市民会館で行っている催し物は安いんで

すよ。通常５千円か６千円、高ければ７千円ぐらいする方々のやつを２千円から３千円ぐら

いの価格で市民の皆さんを中心として楽しんでいただいておるわけなんですけれども、それ

で入場料収入で足らん分は市の税金を使って企画しているわけです。ですから、こういった

ところでも無駄を省くという点でも、もう少し連携がとれておればどうにかなったのではな

かろうかと思うわけでございますが、いかがでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 土井生涯学習課長。 

○生涯学習課長（土井正昭君） 

 「この子たちの夏1945・ヒロシマナガサキ」の例をとっての連携のお話だと思います。 

 確かに、この実績報告を私のほうも朗読劇についていただきました。その中で、これは８

月10日に市民会館で開催されたものでありますけれども、入場者数が435名、高校生以下35

名ということで、子供たちの入場者のあれが少ない状況になっております。 

 この朗読劇は、第５回のエイブル事業として市民立楽修大学のほうで企画をされ、市民会

館で上演をされたものですけれども、基本的に市民立楽修大学主催者のほうはどの事業もだ

と思います。特に市民会館でやる事業については、会場が大きくて席数も多いということも

ありますので、広報とかチケットの配付ですね、そういったことでは特に力を入れてなされ

るとのことです。市内の各家庭に配付される、先ほども申しました「エイブルの木」とか、

この朗読劇のチラシについても各家庭に配付をすることで広報され、市内の各地区公民館と

か店など、また市外にもポスターを張ってチラシを置かれたりしております。ケーブルテレ
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ビとかラジオ、新聞などのメディアにもお願いをして取り上げてもらい、ホームページでも

広報されたところです。 

 鹿島市も「広報かしま」の掲載や定例記者会見での呼びかけ、もちろん職員への呼びかけ、

それから、チケット購入依頼、記者室への投げ込みなどできるだけの広報はしたものと思っ

ております。 

 その中で、学校との連携がとれていなかったのではないかということでありますけれども、

小・中学校への働きかけについても、もともと親子で来てほしいという思いがあられました

ので、ＰＴＡ会長名で学校にもチラシをお願いし、各家庭に届くように配慮をされていると

ころです。また、先生方へも市民立楽修大学からチケットの購入も依頼されているとのこと

で、連携がとれていないということではないかと思います。 

 実績報告から見ますと、公演そのものに対する評価は、来場された方のアンケートで見て

とれるわけですけれども、戦争や原爆の悲惨さ、平和や命の大切さを考える機会になったと

いうことで、非常に好評だったというのも確認はできますので、そういった意味では企画さ

れた目的が達成されたのではないかと思います。 

 ただ、確かに企画段階から学校や教育委員会が絡んでいるわけではございませんので、そ

ういった意味ですと、夏休み期間中、８月10日のことですので、そこで徹底できたかといっ

た意味では少し早い段階からの学校サイドや生涯学習課、教育委員会とエイブルとの意思確

認などは必要ではなかったかと。そうすれば、もう少し子供たちへの入場者数への配慮がで

きたのではないかと思います。 

 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 どうもありがとうございます。本当に非常にいい催し物でした。ハンカチでは足らんかっ

たかな、タオルが要ったかなぐらいの心にしみるような催し物だったんですけれども、今、

連携ということでお話しさせてもらっておりますけど、事前にエイブルも市民立大学のほう

の年間の予定を組んでずっとやっている状態なんですけれども、そういうところで学校では

呼べないとか、予算的なところでも呼べないとか、いろいろあると思いますので、そういう

ところでもしこういうのを見せたいよねというのがあれば、そういうところでも連携できる

かなと思うんですよ。 

 逆にエイブルのほうで呼んだ方をワークショップみたいな感じで学校のほうに行っていた

だくとか、そういうこともいろいろできると思うので、ぜひともその辺の早目早目の連携が

できればというふうに思っております。その辺どうでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 
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 土井生涯学習課長。 

○生涯学習課長（土井正昭君） 

 お答えをいたします。 

 確かにおっしゃられるように、早目早目ですね、早く学校のカリキュラムというか、年間

のスケジュールの中などに取り組めるものか、そして、その企画内容などを学校に説明する

機会などがあれば、そこは教育総務課なり教育委員会のほうとエイブルとの連携ということ

になろうかと思います。そういったことでの企画段階からの相談があれば、また取り組みも

できるものではないかと思います。 

 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 ぜひともそういうふうに取り組んでいただければと思います。 

 続きまして、社会教育のほうから御質問申し上げます。 

 昨今、地域における子育てということをよく言われておりますが、子育てというのは基本

的には親の仕事ですね、そういうふうに私は思うわけでございます。その上での国や地域、

社会の支援ということ、そういうことですね。 

 今の少子化を食いとめるためには、保育のサービスとかいうような外発的なもの以前に、

子供を育てる喜びとか、親の成長、親として成長する喜びというようなことを理解するよう

な社会教育、そういう点からの教育が必要だと思うわけでございますが、その点はいかがで

しょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（土井正昭君） 

 子育ては基本的に親の仕事であり、子供を育てる喜びとか、親として成長する喜びを理解

できるよう社会教育という点から教育が必要という趣旨の御質問だと思います。 

 おっしゃられるように、確かに家庭というのが子供が発達をしていく基盤であるとは思い

ます。家庭教育は、親が子供に対してこんな子に育ってほしいとか、こんな子であってほし

いというような願いや期待を込めて子供に対して働きかけるものであると思います。子供を

育てる喜び、親として成長する喜びを理解するのは、結局は家庭を基盤として子育てを行う

実体験、子育ての体験によるのではないかと思います。その意味では、親が子供が生まれた

ときから子供と一緒にいろんな体験をすることで子供が成長する姿を目の当たりにして、そ

の喜びを実感し、また、その子育ての過程において親としても成長するものであると思いま

す。 



- 295 - 

鹿島市議会会議 

 親が親になっていくために必要な技術といいますか、知識を学ぶお手伝いをするのが、子

育て支援というよりは家庭教育支援というようなことになろうかと思います。そういう意味

では、エイブルは保健センターと図書館も同時に入っている複合施設となっております。図

書館のほうでは、この特性を生かして、鹿島市で生まれた赤ちゃんと保護者を対象に絵本を

介してゆっくりと触れ合う時間を持てるようお手伝いをすることを目的として、平成20年よ

り月１回の４カ月健診の際にぶっくすくすくという事業や、就学前の幼児とか保護者を対象

に読み聞かせ講座やおはなし会の開催によって子供と保護者への絵本の読み聞かせのほか、

手遊びや工作の実施を行って、親子が絵本を通して触れ合って親子のきずなを一層深める手

伝いをされています。参加した保護者同士の交流の場としても活用をされているところであ

ります。 

 こういう機会の提供が家庭教育支援の一例であると思いますので、これは鹿島市ならでは

の取り組みであると言えるのではないかと思っております。 

 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 どうもありがとうございます。図書館の話が出ました。図書館の話が出たので、ちょっと

原稿にないことを聞きますけれども、今年度、図書館の予算はがんと減らされておりますね。

非常に私その辺気になっていたんですけれども、教育に力を入れる、非常に大事なことだと

思います。お隣の論語の生まれた国が教育のおろいかけんが、ああいうことになっているん

じゃなかろかと私は非常に思うわけでございます。 

 図書館の予算は減らされております。蔵書数がそろったということで多分減っているんだ

と思いますけれども、新しい情報ですね、そういうものをどんどん取り入れにゃいかんと思

うわけですよ。そういうところでこの教育の予算を減らされるというのは非常に私はつらい

と思ったわけですが、その辺についていかがでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 土井生涯学習課長。 

○生涯学習課長（土井正昭君） 

 お答えをいたします。 

 図書購入費の予算ということですけれども、確かに当初の目的の17万冊というのがありま

して、それを達成した。その経緯については、財政基盤強化計画というのを18年から22年ま

で取り組んだわけですけれども、そういった中でもそこだけは減らさずにここまでふやして

きたという経緯があります。そういったことがあって17万冊目的を達成したので、今回、昨

年度予算を減らしたという経緯があります。 
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 今後、図書館としては新たな図書の本のあり方ですね、更新率とか、そういったことも検

討されて、今後の図書の本の購入のあり方なども検討していきたいと思って、今、実施計画

のほうではそういったことで、できれば前年度並み──前年度並みじゃなくて、これまでど

おりの図書の購入の方向で、生涯学習課としてはということですけれども、検討していきた

いと思っております。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 ぜひともそういうふうにお願いいたします。 

 また社会教育のほうに戻りますけれども、実際子供の数が減っているというような社会現

象がございますが、保育所に入所するゼロ歳児はふえていると。これでよかとやろうかと私

は思うわけです。 

 三つ子の魂百まで、昔から言いますけれども、科学的研究でも３歳までは脳や神経系や情

緒、生活習慣の発達上の重要な時期であるということは指摘されております。首も座ってお

らんような乳児にどの人が母親なのかと迷うような状況をつくるということが本当にいいこ

となのか。自分が働かんと生活が成り立たんというような、本当に生活が苦しくて泣く泣く

乳飲み子を預けて働いていらっしゃる方も多くいらっしゃると思いますけれども、それでも

やっぱり子供を主体に考えたときにこれでよかとやろうかと思うわけです。こういう状態を

つくらんことが本当の行政の役割というふうに思うわけでございます。 

 少子化対策も子育て支援も親の都合が主体になっておる、そういうふうに思えてならんと

いうところがあるんです。子供の立場で考えるということですよ。こういう少子化対策、子

育て支援ができないのか、お答え願います。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 土井生涯学習課長。 

○生涯学習課長（土井正昭君） 

 お答えをいたします。 

 子育て支援に対する行政の役割というお話でお答えをいたします。 

 先ほど言いましたように、家庭教育の部分については、親が親になっていくために必要な

知識とか、そういった経験とかを学ぶ機会を生涯学習や社会教育によって提供することが行

政の役割の一つだと思います。それは、鹿島市であれば生涯学習課の担当の部分になるので

はないかと思います。 

 一方で、先ほど言われたようにゼロ歳から子供を預けるとか、本来はそこは親が見るべき

じゃないかという御意見ですけれども、社会情勢として核家族化の進行とか、共働き家庭が

ふえている状況にあると思います。そうなると、家庭で子供を見るというのが非常に厳しい
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とか、困難を感じるという場合がどうしても出てくるのではないかと思います。 

 そういった状況を支援する仕組み、これは教育じゃなくて実際の子育て支援だと思います

けれども、そういった意味では、そういったことも当然行政に求められるのではないかと思

います。それは福祉とか、保険健康課が鹿島市では担当になろうかと思います。そういった

ことで、家庭教育の部分と子育て支援をする役割というか、そういったものはいずれも行政

が果たす役割にはなるのではないかと私は思います。 

 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 橋村福祉事務所長。 

○福祉事務所長（橋村 勉君） 

 私のほうからは、福祉サイドのことということでお答えしたいと思います。 

 まずもって勝屋議員がおっしゃられるとおり、三つ子の魂百までというのは、私個人的に

は絶対的にそうだというふうなことを思っております。ただ、行政の役割といたしましては、

保育行政を抱えている分におきましては、やはり制度的に保護者の要求、要望、あるいは制

度的なものを実施するというのが義務でございますので、ゼロ歳児から保育所で預ける制度

ができたら、そういった制度を確実に実施していくというのが私たちの役割でございますの

で、非常に難しい部分があるかと思います。 

 さらには子育て支援ということで、私たちがやっている分では乳幼児医療費の経済的支援

の拡充とか、子育て支援センターの運営の拡充とか、そういったことの制度を実現しながら

実施するというのが私たち行政マンの責務ですので、そこら辺は実施する部分と社会教育で

いう家庭教育というのは別立てで考えていかなければならないことだと考えております。 

 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 栗林保険健康課長。 

○保険健康課長（栗林雅彦君） 

 先ほどの御質問についてお答えいたします。 

 私どものほうは、保険健康課ということで健康指導という形になってまいりますけれども、

生まれてから亡くなるまでの保健指導をやっておるわけでございます。 

 その中で、生まれるまでという形でマタニティスクール、また、子供さんが生まれますと

各種健診等、 初の健診から始まりまして２カ月児健診、２カ月児健診と申しましても、こ

れはお母様方の御相談でございます。育児相談といった形が適正な言い方かなというふうに

思っております。 

 それから、核家族化の進展に伴いまして、一緒に御相談できる方がいらっしゃらないとい

うところに関しましては、訪問指導といった形でこちらのほうが出向きまして、年間を通じ
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て乳幼児の相談に乗っているところでございます。 

 また、休日につきましては、こどもクリニックを運営いたしております。また、時間外に

つきましては、南部地区小児時間外といった形で、子供たちの健康を守るためには尽力をし

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 ありがとうございます。じゃあ、これは教育長にお答えいただければと思います。 

 人間の妊娠期間というのは、他の霊長類に比べまして圧倒的に長いわけでございますが、

時間をかけて体内で発達するにもかかわらず、自分では生活できんような、全く動けないよ

うな状態で、他の動物には余りないような状態で生まれてくるわけでございます。 

 家庭の庭（てい）、庭（にわ）ですね。庭というのは、子供にとっての心の庭ということ

で、きちんと管理しなければすぐに荒れてしまうわけです。教育長とは西部中学校の校長時

代にＰＴＡ活動で御一緒させていただきました。非常にお世話になりました。そのとき、本

来、学校教育以外で行うべき教育に貴重な時間をとられて、雑務に追われる先生方の姿を見

ております。校長として随分お骨折りになられていたことも、私もお見受けしております。 

 今、校長から教育長になられたということで、校長時代にできなかったことができるよう

になった。さっきの扇風機の話もそうでしょう。中学校では遅い、小学校では遅い、保育園、

幼稚園では遅い、子供を生んでからでは遅い、結婚してからでは遅い、後手後手に回らず、

その時々に応じた社会教育というか、一人一人の人間力を高めるような社会教育をやってい

ただきたい。ちょっと難しいですかね、そういうことをちょっとお聞きしたいんですが、い

かがでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 江島教育長。 

○教育長（江島秀隆君） 

 非常に難しい御質問でどう答えていいか、ちょっと今迷っているところでございますけれ

ども、その時々に応じた教育、一人一人の人間力を高める社会教育をやっていただきたいと

いうふうにおっしゃいましたけれども、確かに子供の育ち、人間の育ちというのを見たとき

に、お母さんのおなかの中に生命が宿されて、そして、赤ん坊時代を迎えます。その後、幼

児、そして小・中・高、それから大人へというふうに、まだ後もありますけれども、その

時々に応じてやはり学習が必要であるというのは間違いないかと思っております。 

 お母さんのおなかの中に生命が宿されたときに、お母さんはいろんなことをするんじゃな

いかと思います。子供に対しての言葉かけもするでしょうし、やはりその時々の健康状態、
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精神状態がおなかの中の子供にもいろんな影響が及ぶだろうと。 

 そういった面で、先ほど健康面での対応を担当課がしておりますということを言っており

ますし、それから、赤ん坊、いわゆる子育てという面でも、健康面、福祉面でも対応してい

ただいていると。それから、保育園、幼稚園、それから小学校、学校へと進んでいくわけで

すけれども、そのときに応じて先生方が本当に一生懸命、親身になって子供たちの対応に当

たっていただいております。 

 その後、中学校、高校というふうに育っていくわけですけれども、その教育の何といいま

しょうか、かかわり方というのは、本当に先生方のお力によるものも大きいんですけれども、

家庭と地域とが協力し合っていかなくてはいけないということも大事かと思っております。 

 こういった言葉があります。教育に関することを言っているんですけれども、教育の道は

家庭の教えで芽を出し、学校の教えで花が咲き、世間の教えで実がなる。芽を出して、花が

咲いて、実がなるというのを例えて言っておりますけれども、それぞれの立場でかかわらな

くてはいけないと。特に家庭、学校、地域が連携しながら、機能を出し合いながらかかわっ

て支え合っていかなくてはいけないということを言っているんじゃないかと思っております。 

 そういったことを含めて、社会教育に限らず、生涯にわたって行政として支援できるとこ

ろはしっかり支援をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、時間がございません。 後に市長にまたお願いします。 

 市長は結構本を読まれるので、安岡正篤さんは御存じですよね。──はい。歴代総理の指

南役と言われた方なんですけれども、終戦時の昭和天皇が読み上げられました詔勅を推敲さ

れた方ですが、この方、どこですか、国づくりというのは人づくりだというようなことをお

っしゃっていらっしゃいます。鹿島での人づくり。ある人から私、鹿島の経営も会社の経営

も一緒くさんというようなことを言われたんです。市長は社長でしょう。我々は社員でしょ

う。市民の皆さんは何かなと考えて、市民の皆さんはお客さんじゃないよね。やっぱり一緒

にまちづくりをしていってもらわにゃいかんですよねと。市民の皆さんは投票権を持ってい

らっしゃるので、株主になるのかなとか、そういうことをいろいろ考えておりました。鹿島

市のお客さんは何かなと。鹿島のお客さんはやっぱり鹿島市の将来なんだろうというふうに

私捉えて、今、そうなんだなあと思って、私なりにそういうふうに思っているわけです。 

 稲盛和夫さん、御存じですね。京セラをつくって、ＫＤＤＩをつくって、今、ＪＡＬを再

建されて、またすばらしい会社になった。稲盛さんの考え方に京セラフィロソフィというの
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があるんですけれども、一つの哲学をもって、それを社員で共有して、あれだけの大きな組

織をまとめていかれて、苦労をともにされている。常々人づくりということもおっしゃって

いらっしゃる。市長はこの辺、自分が株式会社鹿島市の社長としてどういうふうにお考えに

なるのか、お聞かせください。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 口市長 

○市長（口久俊君） 

 今、お二方の名前を出されましたですね。私は、安岡さんは個人的には非常に共鳴すると

いうか、むしろ先生として仰いでいいかなと思う面が多いという印象を持っています。稲盛

さんはどちらかというと経営人というか、経営が成功するためにはかなり激しいアクション

が要るんじゃないかと思っているんですよ。特に今回の日航の再建を見ていますと、会社は

うまくいったけれども、いろんな意味で涙を流したり、血を流したりした人がいたかもしれ

ないと僕は思っています。かかわっていませんから……。だから、お二方を同じに言うのは、

実は私個人としてはちょっと違うレベルじゃないかなと思っている印象だけ、まず言わせて

ください。 

 それから、鹿島について自分の立ち位置ということをいいますと、ずっと私言っていまし

たけれども、私が今の話と少し違いますのは、市長は社長だなんて思い上がったことを考え

ていないんですよ。主役は市民だといつも言っているんですよ。市役所なり市長は、むしろ

野球でいうとコーチだったりアドバイザーじゃないかと言っています。経営するなんて大そ

れたことは考えていません。皆さんがうまくいけばいいなと、そういうふうに思っています。 

 したがって、株式会社でいうと社長が簡単にいうと収益のかなりの部分を自由にできると

いうことになりますけど、私はそういうことは市民の皆さんに対してしたくはないし、一番

もうけてもらうのは市民の皆さんだと思っていますから、立場が少し今のお話とは違うかな

と思っていますが、中心が、そして主役は市民であるということだけは重ねて申し上げてお

きたいと思います。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ３番議員勝屋弘貞君。 

○３番（勝屋弘貞君） 

 同じ考えを持って市民の方々と進んでいきたいというような思いで今のような質問をさせ

ていただきました。以前もそれをお聞きしておりました。 

 じゃあ、これで時間になりました。終わります。ありがとうございました。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 以上で３番議員の質問を終わります。 

 ここで10分程度休憩します。２時10分から再開します。 
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午後２時   休憩 

午後２時10分 再開 

○副議長（橋川宏彰君） 

 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 次に、４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 皆様こんにちは。４番議員の竹下勇でございます。 

 通告に従いまして一般質問をいたします。答弁のほうよろしくお願いをいたします。 

 私は、行政経験を生かし、別の側面から鹿島市の発展に寄与したいという思いで、市議会

議員を目指しました。しかし、市議会には市議会の限界みたいなものを感じています。こう

いうことを言うのはよくないことかもしれませんが、国会において、大きな問題をはらむ消

費税の増税が、何ともお粗末な経過を経て決まりました。そのあおりを受けて、与野党の対

立により赤字国債発行のための特例公債法案が成立せず、９月４日に予定をされていた地方

交付税が延期され心配されました。 

 今回は、幸い９月10日に交付するように決定がなされましたが、地方交付税は私たち鹿島

を含む地方自治体にとって、命綱みたいなものです。地方交付税は国から補助金をおいただ

きするという性格のものではなく、地方自治や税の仕組み、住民に対するサービスの提供な

どから考えても、当然国から地方へ支払うべきものです。その交付税を歳入の30％程度に組

み込み、鹿島市の予算は成り立っているのです。赤字国債を発行しなければ国の予算は財源

がないのに、まだまだ支出だけは膨らんでいき借金はふえる一方です。今の生活水準を維持

しながら、さらなるぜいたくをしていくために金が足りないというふうに思えてなりません。

その国からの交付税が減額されたりしたら、鹿島市の財政もたちまち苦しいものになってし

まいます。金がないなら使うほうを減らせばいいのです。何を我慢して、どこに金を使うか、

頭をクリアにして考えるときです。 

 それはそれとして、市長は６月に、鹿島市は近隣の市町に埋没、さらには差をつけられて

いると感じている市民は少なくないという認識のもと、進むべき目標を明らかにするとして

鹿島市まちづくり推進構想を発表されました。そして、この構想の位置づけは、鹿島市民憲

章と第五次総合計画の間にあるということでした。これは構想であり、個々の施設の改修な

ど、事業を始める前には予算措置を含め、議会に諮られることになると思いますが、８月17

日市長に対しまして、区長会から8,331人分の署名を添えて事業推進を求める要望書が提出

されています。市長は、大きな後押しをいただいたと、今議会の提案理由説明の中でも述べ

られ、構想実現に向け全力で邁進をしていくと決意を述べられています。 

 ９月議会を迎え、私は議員として、このことについてどれだけ考え内容の分析に取り組ん

できただろうという思いがしています。７月に区長会から、回覧板で署名が回ってきて、前
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半は市長提案の構想を後押しし、事業の推進を図ってほしいという内容で、後半は特に県の

施設を鹿島に残そうという内容でした。一見すると県の施設の存続と思われますが、これは

10年間70億円に対する白紙委任状ともとれます。署名が回っていたことも、その内容が構想

全体を後押ししていることも知りながら、他のことに時間を費やしているうちに、今日まで

きてしまいました。8,331人分の署名は、大変重いものがありますが、鹿島市ニューディー

ル構想全体の推進に住民の理解が得られたと捉えていいのでしょうか。 

 一例ですが、地区別に行った議会報告会の中で、ある区長さんから、県の出先機関を市か

ら持っていかないことを要請している。箱物に10年間で70億円かけて今やる必要があるかど

うかを精査して、自分の身の丈でやってほしいという内容の発言がありました。 

 今回の署名、そのように理解をされている方も多くいるのかもしれないと思いますが、文

書で残されたものが正式なものだと重く受け止めています。 

 さて、質問ですが、平成25年度の予算編成の時期となりましたので、鹿島市のまちづくり

推進構想で優先的に取り組む施策として上げられている、鹿島市シビックセンター再整備構

想についてお尋ねをいたます。 

 鹿島市に立地する主な公的施設の役割と機能を見直し、施設の再配置を行おうとしたこの

構想は、まちの姿が変わるかもしれない重要なことだと思います。 

 大きな項目の１番目、鹿島市まちづくり構想の進捗についてですが、１つ目として、危機

管理センターについてお尋ねをいたします。 

 今回、補正予算で危機管理センターの基本設計の業務委託がつきましたが、場所はどこに

なるのでしょうか。またどのようなところが入るようになるのか、決まっていますか。補正

予算の審議の中でも若干内容については触れられておりますが、改めてお尋ねをいたします。 

 ２つ目は、市民会館の改築についてです。 

 市民会館は、現在のところで改築をするということで決定でしょうか。現在まで決定して

いることと、今後検討していくことに分けて説明をお願いいたします。 

 ３つ目は、中心市街地での公的施設再整備の問題であります。 

 いわゆる商業施設ピオの活用についてですが、地下食料品店の撤退など動きがありますが、

２階から４階を改造して、公共の施設や病院施設を整備したいと説明を受けたというふうに

思っていますが、現在の進捗状況についてお伺いをいたします。 

 大きな２番目として、鹿島市の教育方針はどうなっていくのかという問題です。 

 ８月６日から８日にかけて、文教厚生産業委員会で先進地視察を行い、子育て支援施設を

研修させていただきましたが、そのことに対しては松尾議員からも質問がありましたが、私

はもう少し頭を整理してから、鹿島に適しているかどうかをお尋ねすることにして、今回は

教育という観点からお尋ねをいたします。 

 今回、新潟県の長岡市、見附市、三条市の子育て支援施設の３カ所を視察いたしましたが、
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ここが３市とも子育て支援に関することが、教育部門にありました。子育て支援といえば思

いつくのは、きょうの答弁の中でもありました、保育という観点から福祉なのか、母子保健

という観点で保健健康課という分になるところですが、生まれた子供が育って青年期を迎え

るまでの教育を、その成長過程とともに一連の流れとして、連携を図り取り組んでいくとい

う強い意志で教育委員会に置かれていました。 

 また、福岡で開かれた「第１回全国コミュニティ・スクール研究大会ｉｎ春日市」に、鹿

島市ドリームシップにスタッフで参加している１名を除く、１期生議員４名で自主研修に出

かけました。学校関係者は数名見かけましたが、鹿島市役所の職員には会えなかったことが

残念でしたが、２組に分かれまして、事例発表４件と基調講演をお聞きいたしました。 

 地域と学校が一体となり、地域行事などを通じながら子供たちの心を育み、故郷を愛する

心、また心優しい人づくりをされていました。コミュニティ・スクールにつきましても、も

う少し研究してからいずれかの議員が質問することとして、私は思いました。事例発表され

た光景は、かつて見たことがあるぞ、体験したことがあるぞと。かつて子供クラブや公民館

において取り組まれたことと同じだなと、違うのはその中に学校があり、先生が役割を担っ

てくれているということでした。 

 私は事例発表を聞きながら、学校教育が社会教育の分野まで担っているのではないかとい

う思いでした。セクト主義で言っているわけではありません。必要な教育はどこが受け持っ

てもいいと思います。一貫性があり継続性があればいいと思います。コミュニティ・スクー

ルの流れは、文部科学省がつくり出しているものでありますので、鹿島市においても本格的

に取り組まれていくことになるかもしれません。また、先生にとって大きな負担ともなりか

ねません。しかし受け手となる自治会や町内会に人材がいればどうでしょう。先生に大きな

負担をかけずにすむかもしれません。そんな思いがいたします。 

 そこでお尋ねをしますが、１つ目は社会教育の位置づけです。 

 勝屋議員の質問でもありました、鹿島市において社会教育をどのように位置づけられてい

るか、また社会教育を担うのは生涯学習課だけで担っているのか、それとも公民館や他団体

と連携があるのか、お尋ねをいたします。そのことについても、答弁が１回あっております

けれども、確認の意味でお尋ねをいたします。 

 ２つ目は、社会教育を交流人口の増加につなげられないかということです。 

 若い年代の人たちを見ると、結婚はしていても子供は育てていても、親や社会を構成する

一員と成り得ていない人が多いのではないでしょうか。なぜか。全国的に見てこれまで社会

教育を支えてこられた人たちは、高齢化され新たな人材育成の必要が生まれているのではな

いか、そして現在に即した教育方法が確立していないのではないか。つまり家庭や地域の教

育力の低下が原因ではないかということです。このように社会教育の大切さはみんな気がつ

き始めてはいますが、手探りの状況です。どんなによい企画があっても、成功までのプロセ
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スがしっかりしていないと成功に結びつかない。これはある意味、鹿島にとってチャンスで

はないか。古くは藩校で分け隔てなく教育を行い、多くの人材を輩出した鹿島。青年教育の

父と言われた田澤先生の生誕の地である鹿島。社会教育プログラムを再編成し確立させれば、

短期研修を受け入れ交流人口の増加につながるのではないかという思いがいたします。 

 鹿島市で、社会教育のプログラムづくりに積極的に取り組もうという気持ちはおありでし

ょうか。教育長にお尋ねをいたします。 

 １回目の質問はこれで終わります。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 執行部の答弁を求めます。 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 ニューディール政策構想について御質問でございましたので、私のほうからシビックセン

ター再整備構想につきまして、お答えをいたしたいと思います。 

 御質問にお答えする前に、今、議員からもお話がありましたように、８月17日に区長会の

ほうから市民の皆様の思いということで、8,331人分の署名を市長のほうに届けていただい

たところであります。基本的にこのニューディール構想の中にうたってあるものを推進いた

だきたいということ。それから、後段では先ほど議員がおっしゃったように、県の施設を、

保健所が出て行った、それから登記所、法務局が出て行ったと、そういうことがないように、

ぜひ鹿島市のほうに残していただきたいというような、切なる願いということでいただいて

おるところでございます。 

 こういう熱い思いを受けまして、その後、市といたしましては、８月22日に早速、私ども

としまして行政の事務方といたしまして、このニューディール構想につきまして、やはり財

源総額の２割を抱えますが、財源につきましては、やはり県のお助けをいただかねばいけな

い。それから、県庁の各部署における施設の再配置のお願いもしなくちゃいけないというこ

とで、事務的なお願いを私ども総務部長、それから建設環境部長、それからまちなみの建設

課長、それから企画課長というようなことで、県庁各所をお願いに回ったということでござ

います。 

 それから、その後ちょっと知事と日程がとれましたので、８月27には市長のほうから知事

に直接この要望書についてのお願いもいたしたというようなところでございます。ぜひ、こ

の市民の思いを受けて、着実に攻めていきたいという思いをいたしているところでございま

す。 

 まず１点目の、危機管理センターの建設の場所はということでございますけれども、これ

は福井議員のときにも御答弁いたしましたが、基本的にはこの中川エリアでございますので、

市役所の周辺の、市が所有しております用地の一角にと考えておるところでございます。 
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 ただ、いろいろ都市公園の縛りがございますので、そのあたりにつきましては、福井議員

のときにお答えいたしましたように、基本計画の設計の中で場所を特定させていきたいと考

えているところであります。 

 それから、どのようなところが入るのか、決定しているのかということでございますが、

これはまだ庁内での議論が済んでいないこともございますし、今度は逆に、県とかお願いす

る相手の意思決定を待たなくちゃいけないということもございますので、現段階では構想と

いうことで捉えていただきたいと思いますけれども、鹿島市の防災中枢機能を入れる。それ

から消防団の本部機能ですね、これも一つあわせて入れたいということで考えています。そ

れから、危機管理の施設としての上下水道課あたりが、これもまだ先ほど申しましたように、

庁内での議論がまだ進んでおりませんので、構想としてはこのあたりが入ればどうだろうか

というような段階。それから現在、提案活動中であります佐賀県の総合庁舎に入居してもら

うことも、今提案をしているというようなこと、そういうことを今の段階では考えていると

いうで、あくまでもこれは、我々の構想段階ということでお含みおきいただきたいと思いま

す。 

 それから市民会館の改築で、現在のところで決定しているのかというような御質問であっ

たと思います。もともと市民会館の場所というのは、エイブルを建設する平成12年に、ある

程度一体的に利用するように、制度設計はなされておりました、議論としてはですね。そう

いうこともありますので、それから市の庁舎ができるときに、もうその時点から昭和54年時

点から、この有機的な連携という形で構想はありました、シビックセンターという構想はで

すね。そういう中で市民会館と市役所との一体的な配置も計画としてはあったと、構想とし

てはですね。そういうことで、今度のシビックセンターの再整備構想の中では、現場所、こ

の地区の中での有機的な連携をしたいなということで構想としては掲げております。 

 今現在、この市民会館については、まちづくり懇話会、市長の私的諮問機関でございます

が、そちらの中で今いろいろと御議論をいただいております。その議論の中では、現在地で

の、よそのところに持っていきなさいというような、そういう御意見は今のところあっては

いないということでございます。これもまだ、今からということです。 

 それから、中心市街地での公的な施設への再配置についての進捗状況ということでござい

ますけれども、これも鹿島市といたしましては、中心市街地へ配置することが利便性の向上

につながる、それから中心市街地のにぎわい創出につながるというようなものについては、

少しでも市街地の空洞化を防止することに資するような施設を移転したいと考えている段階

であります。そういうことから、危機管理センターとか、肥前鹿島駅整備などとともに、優

先順位としては高い事業として位置づけておるということでございます。 

 今、来年度中にはピオのほうのリニューアルオープンを目指して、現在関係者と調整を進

めていくという段階でございます。 
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 私のほうからは以上でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 土井生涯学習課長。 

○生涯学習課長（土井正昭君） 

 竹下議員の大きな２点目の、鹿島市の教育方針はどうなっていくのかという質問の１つ目、

社会教育の位置づけと生涯学習課及び公民館や他団体との連携について、私のほうからお答

えをいたします。 

 社会教育の位置づけは、平成23年度から５年間のまちづくりの指針であります、第５次鹿

島市総合計画の中で、大きな５つの施策のうちの１つが教育文化の向上で、施策の具体項目

で学校教育、地域教育、文化、スポーツと並んで社会教育を位置づけております。主要施策

と目標を定めて、５年間で集中して取り組む施策についても掲げているところでございます。 

 また、平成24年度の鹿島市の教育では、社会教育の基本方針。これは勝屋議員のときにも

申し上げましたけれども、簡単に申しますと、多様化する現代社会を生きていく中での必要

な知識や楽しみ、生きがいを見出すために地域教育、社会教育の充実と文化、スポーツの振

興を図り、いつでもどこでも何でも学べる環境づくりを目指しますとして、社会教育を位置

づけているところであります。 

 次に、社会教育の担い手ということでの質問ですけれども、鹿島市の社会教育費について、

決算書で平成３年、平成13年、平成23年と10年ごとに確認をしてみました。そういった中で、

社会教育費は平成13年度に大きく増加をしており、平成23年度も同じようなレベルにありま

す。平成13年度は生涯学習センター、エイブルが開館をした年であります。これにより社会

教育費というものが大きく増加をしております。 

 金額以外に大きく変化をしているのが職員数になります。平成３年は31名、平成13年は27

名、平成23年、つまり昨年度は７名という数字です。平成13年はエイブルの開館で、ほかに

嘱託員が13名います。そういった状況と、もう１つ顕著な違いは、団体への補助金が減少し

ております。全国青年祭派遣補助金、市内青年交流研究事業補助金、九州地区地域婦人大会

派遣補助金、そういったものが減少しており、いわゆる社会教育関係団体の活動が縮小して

いるのが見てとれます。 

 このような状況でありますので、生涯学習課職員７名だけで社会教育を担うのではなくて、

社会教育の施設であるエイブルや地区公民館との連携が必要であると考えております。 

 生涯学習社会教育については、鹿島市も生涯学習センターの開館により施設を生かして、

いろんな講座や事業が開催をされ、利用も多くその効果は大きいと認識しております。 

 生涯学習課では、生涯学習センターを指定管理で運営をお願いしてから、青少年の健全育

成などを主な役割として、ドリームシップやハウスキャンプ、青少年育成市民会議に市子供

連絡協議会の事務局として役割を果たしております。 
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 公民館については、平成20年度から指定管理者制度により、地元に管理運営をお願いし、

ことしで 終年度になります。地元の方々に積極的に運営に御参加をいただいており、地域

のコミュニティーの拠点として運営は順調になされていると認識をしております。 

 講座などは、指定管理者以前のもの、つまり生涯学習課、公民館職員がいたときにやって

いたものを引き継いでなされております。また、中央公民館の立場である生涯学習課とは、

定期的に公民館連絡協議会を開催し課題などを共有しているところです。 

 別に社会教育委員会及び公民館運営審議会でも、公民館の各種事業の企画実施、それから

エイブルの事業などについても御審議をいただいているところです。 

 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 江島教育長。 

○教育長（江島秀隆君） 

 私どもへの質問ですけれども、社会教育を積極的に取り組んで、人口交流の増加につなげ

られないかという質問の中の、社会教育のプログラムづくりに積極的に取り組もうという気

持ちがあるかという質問ですけれども、ただいま土井課長の方からもるる説明をいたしてお

りますが、社会教育の担い手というのは、生涯学習課だけではなくエイブル、また地区の公

民館との連携が必要であると申しております。また、いろんな団体との連携によって、社会

教育に取り組んでいく必要があると考えております。 

 現在、生涯学習センターとしては、先ほども申し上げましたように、生涯学習社会教育の

拠点として位置づけておりまして、連携をしながら、そして、生涯学習センターを運営する

市民立楽修大学において、ほかの課、例えば商工観光課と連携をして、まちなか博物館や酒

蔵ガイドの養成講座等も行っておりますし、七浦公民館と連携した出前講座などの実施も行

っております。 

 このように、生涯学習、社会教育の取り組みも実施されるなどして、徐々にその広がりが

できているんではないかと思っております。これらの取り組みをこれからも試行錯誤しなが

ら、積み重ねていって、社会教育のプログラムが徐々にできてくるのではないかなというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 それでは一問一答で、あとお願いをいたします。 

 危機管理センターについてですけれども、中川エリアですかね、ここら辺ということで場

所を伺いをしておりますけれども、この中には水道課のあるところ、水道課の用地、それと



- 308 - 

鹿島市議会会議 

か、もとの藤津製氷跡地のところに駐車場を市有地で持っております。そこも含むのでしょ

うか、お尋ねをいたします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 用地につきましては、今後先ほど申しましたように、基本設計をつくる中で早めに決定を

していきたいということで申し上げておりますが、今、おっしゃっています我々が考えてお

ります、やっぱり危機管理センターというのは市の庁舎と有機的に連携をしたものでなけれ

ばならないと考えております。ということであれば、どこまでの範囲なのかとなると、ある

程度すぐに連携ができるとなると、かなり限定されたエリアと言いますか、この市役所の周

辺、もう周辺ぶりで、かなり近いところというようなことになるのかなと思っております。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 かなり限定されたとなると、もうグラウンドか、駐車場か、この建物の横かぐらいだとい

うふうに思いますけれども、規模として、この間何階建てかと言われたかと思いますけれど

も、流れ的に庁舎と同じような形だと、長四角の建物で階層が上がっていくわけですけれど

も、これも今からということになると思いますけれども、大体大きさとしてはどのくらいの

大きさの、何階建てぐらいを構想としてお持ちなのか、お伺いいたします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 規模、構造でございます。 

 これにつきましては、今我々の構想段階では、５階建ての建物ぐらいは必要なのかなと考

えております。ワンフロア約800平米程度、800平米と申しますと、20メートル掛ける40メー

トルということになりますが、この程度の広さはワンフロア必要であろうと、それが５階建

て程度になるのかなと。これはなるべく建設費も抑えたいということもございますので、鉄

骨づくりでどうだろうかと、これは今我々の構想段階。このあたりも含めて基本設計の中で

決めていきたいなと思っております。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 それから、この次の市民会館にも関係あることですけれども、先ほど消防本部も入れたい

と、消防本部の機能ですね。ということは現在、市民会館の後ろのほうにある消防本部と消
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防小屋ですかね、車庫になっている部分、あの部分は取り壊されると思っていいのでしょう

か。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 基本的に、前回エイブルを構想するときに、かなり市民会館との連携というのが、ある程

度そこのあたりで考えられてはいたんですが、結局は消防本部があったために連携がとれて

いないというのもあります。 

 それと、あそこもかなり老朽化いたしておりますので、できれば今度の新しいところに入

れたいなということで考えているところであります。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 この危機管理センターといいますか、以前、防災センターということでお聞きをいたしま

した。３月議会のときに防災センターとしては、蟻尾山の運動広場の付近がいいんじゃない

かというお話を聞きまして、６月議会でシビックセンターの構想とともに中川エリアにとい

う話があり、９月議会で基本設計の補正予算が出てきたと。私たちも議会があるときとなる

と、こういった３カ月置きぐらいにしかお聞きする機会がなくて、その３カ月たつと随分様

相が変わってきているわけですけれども、先ほどまだ構想段階と申されましたけれども、確

定するのは、これはいつごろになるんでしょうか。12月にまたいろんな要望と言いますか、

こういったものという提案をして間に合うものなのかどうなのか、お伺いをいたします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 ちょっと少し御質問にお答えする前に、議論を整理させていただきたいと思いますが、決

して３月時点で蟻尾山が適地とか、そういうことで想定をしていたわけではございません。

あくまでも、防災センターの調査費用をつけていただきたいということでの、それを今から

どこが適地なのかというのを調査する予算をいただいたということでございますので、決し

て庁内でそこに決定していたということではございませんので、誤解のないようにお願いを

いたしたいと思います。 

 まず、この調査費──済みません。御質問のもう１つ……（「いろんな提案を、12月ぐら

いで間に合うのかということ」と呼ぶ者あり） 

 申しわけございません。今、私どもが議会としてはやっぱり３月の当初予算、６月、９月

とそういうふうに動いていますけど、この大きな流れというのは、やっぱりもう平成22年ぐ
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らいから、まず総合庁舎をどうするかという、そういう大きなテーマの中で庁内ではいろい

ろとずっと議論を重ねてきた部分が、いろいろなルートとして議論を重ねてきたところが、

今度の６月である程度がちっと固まって、シビックセンター再整備構想という形で打ち出し

たということでございますので、唐突感があられるように受け取れていますけれども、庁内

の議論としては、着実に段階を踏んで議論を重ねてきたということで、御理解いただきたい

と思います。 

 そういう中で、今度９月に基本設計を具体化いたしたのは、やはりどうしてもこれを 優

先としてまずやらなくちゃいけないと考えております。と言いますのは、県への提案活動も

ございますし、ここが決まらないとニューディール構想自体のピースが欠けてしまうという

ようなものでございますので、ここは絶対に今度基本設計をいただきまして、ある程度は県

のほうに見える形で提案活動を続けていきたいと。できたら来年度の当初予算には、我々と

しましては実績を上げていきたいという、そういうちょっと思いの中で上げさせていただい

ておりますので、時間があるようでなかなか、ぎりぎりないところではありますけれども、

ぜひ、これはもう 重要課題でございますので、着実にやっていきたいと考えております。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 それでは、基本設計の発注作業にはすぐかかって、来年度、実施設計に入るとなれば予算

化されると、12月のときに今度見るときには、もう予算化された姿になっているということ

ですね。ほぼ確定状態でお示しになるということですので、（発言する者あり）あっ、そう

いうことじゃない。じゃ、基本設計ができ上がるのはいつごろになるんでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 どうも済みません。私の説明が少し足りませんでした。補足させていただきます。 

 基本設計は、今年度の半年間で３月31日までにつくり上げたいと考えております。平成25

年の３月までですね、これを受けまして実施設計を１年間かけまして実施設計をつくる。そ

して、建設には平成26年度からの予算で２カ年、平成26、27の２カ年ということで、ぎりぎ

りこれで間に合うかなというスケジュールといたしておるところでございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 この問題については、ある程度理解ができました。 

 続いて市民会館の改築です。 
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 先ほど部長の話だと、市民会館は、ここにあるのは随分前から決まっていたというような

ニュアンスで受け取りました。実際エイブルができるときには接続できるようにという形で

できているのはわかっていますけれども、でも市民会館については駅前に持っていこうかと

か、町なかに市民会館ができんやろうかというような話もあっていたかと思います。 

 そういう考えは、もう全く市のほうはなかったということでしょうか、お尋ねします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 藤田総務部長。 

○総務部長（藤田洋一郎君） 

 平成12年にエイブルをつくるときの議論としましては、多分そのときもエイブル自体を中

心市街地に持っていったらどうだろうかという、そういう構想はあったということをお聞き

しております。そういう中で基本的には、 終的に有機的に市役所とエイブル、図書館、保

健センター、そして市民会館。で、その市民会館の大ホールとエイブルの小ホールというす

み分けの中で、平成13年にこちらのほうに建築が決まったということでございますので、基

本的にはもう大枠としては、もう市民会館を今度は移すという議論はあろうと思いますけれ

ども、移すとなれば今度はじゃエイブルを後でまた持っていくものか、庁舎をまた持ってい

くのかとか、そういう大きな議論となりますので、果たしてどうなのかなというところで、

そのあたりも含めまして、今、まちづくり推進懇話会あたりで御議論いただいていますが、

今のところは委員の皆さんからの、外に持っていこうというような御意見は伺っていないと

ころでございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 市民会館については、私は少し認識が違うように思っておりました。 

 改築するのか増築するのか、新築するのか。新築する場合はバイパス沿いに行くとか、駅

前に行くとかいうふうなのがあったのだというふうに思っておりました。今回どっちにせよ、

現在のところで改築するというのが決定事項のようですので、それに沿ってお尋ねをいたし

ます。 

 改修については、どことどこを中心にされるのか、それと増床をされるのか、お尋ねをい

たします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 寺山財政課長。 

○財政課長（寺山靖久君） 

 お答えします。 

 現在、市民会館の改修リフォームですね、もしくは建て直すという選択については、まち
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づくり懇話会の中で議論いただいているところでございます。ですから、現施設をリフォー

ム改修するとも建て直すとも、まだ現段階では決定しておりません。 

 はい、よろしくお願いします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 口市長。 

○市長（口久俊君） 

 御指名いただいていませんけれども、議論を拡散させないために一つだけお話をしときた

いと思います。 

 市民会館をどうするか、今のままではいかんやろうというのは、大体の御理解はいただい

ていると思うんですよ。そのときに、じゃどうするかという話のときに、決め込んだり 初

からもう何て言いますか、方針を出してしまうというのは適当じゃないだろうということで、

逆に言うと、白紙で議論をいただくということになったわけですね。そのときに、議員がお

っしゃっているように、ポイントが２つありまして、なるべく金のかからんごとせんばいか

んね、これは当たり前のことなんです。議論があったかなかったかより。 

 もう１つは、これまでのいろんな公的施設をつくってきた、あるいは学習効果と言っても

いいんですけれども、土地代がかなりかかっているんですよ。だから、できれば土地代の要

らんで建物だけで何とかならないだろうかという話があったんですね。 

 そういうのを踏まえてどうしたらいいだろうかというのを詰めていっているうちに、やは

り市民会館の役割、鹿島市が６つの町が、１つはちょっと遅れたですけどね、一緒になった

という一種のシンボルタワーとしてつくろうと話がまとまった。そういう経緯からしたら、

あの位置づけは非常に重きをおかんといかんねと、動かしたら大変よと、いろんなことがあ

ってだんだん意見がまとまってきたわけで、決め打ちはまだしていないんですよ。来月に入

って２カ所の同じような役割を持っているところを、関係者が見学をするということになっ

ております。必要があれば課長から、どこに何を見にいくかっていうのは御説明させますけ

れども、そういう経過でございますので、全然違うところに持っていって、土地代払ってつ

くるという話は、なかなかこれは容易じゃないなという感じで、そういう話は収れんをして

きているというふうに理解をいただきたいと思いますけど。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 市民会館については、これからということで理解をいたしました。 

 先ほどの話の流れからいくと、消防本部を危機管理センターのほうに持っていくと、その

ときに本部が壊されると思いますので、市民会館については、平成26年、27年の建設の後に

取りかかられるというふうに思っていていいのでしょうか。 
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○副議長（橋川宏彰君） 

 寺山財政課長。 

○財政課長（寺山靖久君） 

 お答えします。 

 市民会館については、リフォームをするにしても多分十数億円の費用を要すると踏んでお

ります。ですから、基本的に２つの建物を一遍に取りかかるというのは、鹿島市の財政力の

体力からしてできない状態にありますので、基本的に危機管理センターが落ちついた時点で

次の建物に取りかかるという状況でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 それでは、市民会館が固まるまでには少し時間があるかと思います。 

 市民会館を利用する人たちからは、座席の大きさだとか、車椅子の問題だとか、楽屋とか、

いろいろ要望を持っておられる方もおられますので、時間もございます、早めにそういった

お話も聞かれて、いいものができるようにというふうに思います。 

 その次の、ピオの問題ですけれども、来年度に向けての検討ということです。 

 この中に、子育て支援センターを持ってきたいなというようなお話は、どこまで進んでい

るんでしょうか。お尋ねいたします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 打上企画課長。 

○企画課長（打上俊雄君） 

 まず、今の状況でございますが、基本的に鹿島市は家賃を払って、施設へ入居をするとい

うことを想定しております。そこで今、鹿島市の公の施設に、もしくは公の施設に準じるも

ので、どういったものをピオへ持っていこうかということで、いろいろ調整を行なっている

ところでございます。 

 その中で、ぜひ、これだけは新設して持っていきたいとして考えているのが、この昼間型

の子育て支援センター、これはぜひ、ピオを中心に市街地のほうへ持っていきたいというふ

うに、そういったことで今全体的な調整を行っている、そういった段階でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 子育て支援センターについては、またもう少ししてから質問をしたかったわけですけれど

も、私たち、今度視察で見てきたところで、果たしてピオの３階部分とかで十分なんだろう

かという気持ちもあります。これが、確定すると言うんですかね、どういった機能を持って
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いくかというのが決まるのは、いつごろになるんでしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 打上企画課長。 

○企画課長（打上俊雄君） 

 シビックセンター全体構想の中で、先ほどありますように、防災センターとか市民会館、

そういった全体のスケジュール等がございます。その中でいきますと、ピオのほうができれ

ば来年度中にはリフォームを終えたいというふうに思っています。 

 それから逆算いたしますと、やはり10月か11月にはまあ大方、こういった施設の整備は行

いたいというのを、全体的な調整を終了したいというふうに思っております。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 今の10月か11月というのは平成24年度中のと、もうほぼ時間がないというような状況にな

るんですね。先ほど家賃を払って入る、つまりテナントみたいな形で入るということですけ

れども、ピオの改修リフォームの費用については、市で負担するというようなことはないん

でしょうか。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 打上企画課長。 

○企画課長（打上俊雄君） 

 先ほども申しましたように、鹿島市は家賃を払っての入居ということになります。 

 こういった場合、その家主さんが整備をする分、また入居者が整備をする分、そういった

ものも一定のルールがありますので、民間の商業施設に例えば入居される場合、内装とかは

自前で整備をするのが通常じゃないかというふうに思います。そういった意味では、家賃と

そういった施設整備をどういうふうに負担していくか。その辺も今、調整を行なっていると

ころであります。 

 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 今のお話をお聞きしていると、ピオの再生というんですかね、にぎわいを中心市街地に取

り戻すために、ピオを何とかしようというのが主眼にあるんでしょうか。それとも子育て支

援の、あそこではどうしても狭いと、もっと充実をしてほしいということが主眼にあるんで

しょうか。両方兼ね備えたというお話になると思うんですけど、どちらかといえばどちらに

ウエートがあるのか、お尋ねをしたいと思います。 
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○副議長（橋川宏彰君） 

 打上企画課長。 

○企画課長（打上俊雄君） 

 商業施設としてのショッピングタウンピオを救済するという性質のものでは全くないとい

うふうに思います。あくまでも鹿島市は、今まで計画をしておりましたいろいろな施設整備、

子育て支援センター含めてですね。そういったものを今からどういうふうに充実していくか、

また老朽化が進んでおりますいろんな施設の配置を、もう一回中心市街地を含めて構想をや

っていこうということで、たまたま今ピオが空きスペースがあり、十分な広さ、または周辺

の駐車場、そういうものを有効に利用できるということで、現在のところピオを構想してい

ると、そういった状況でございます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 決定までの時間もないままにですけども、話としてはやっぱりこれも随分前からありよっ

た話でですね、若干私たちが──私たちじゃなくて、私がサボっとったところもあり、ばた

ばたになったと思いますけれども、またこの秋、勉強させていただきたいというふうに思い

ます。 

 それから、 後に社会教育のことについてお尋ねをいたします。 

 教育長もなられてまだ間もないということであります。そのことで学校教育のほうが強い

のかなというふうな気がいたします。私が先ほど質問いたしましたのは、職員に対する社会

教育プログラムという意味ではなくて、家庭教育をされる人とか、それから地域のリーダー

となる人とか、この人たちが普段の生活の中で、地域の教育力を高めていくための研修、そ

ういう指導的な研修ができるプログラムなり、人材の育成が鹿島市のほうでやる、その意思

がありますでしょうかということをお尋ねしたところです。 

 これについて積極的にやるのか、今のくらいでいこうかというところなのか、お尋ねをい

たします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 江島教育長。 

○教育長（江島秀隆君） 

 指導者の育成についてということでよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 指導者の育成については、前に土井課長もお話をいたしましたけれども、社会教育主事の

件はもう十分御存じだとは思っております。 

 そのほかの件につきましては、私の中でもちょっとお話をいたしましたけれども、エイブ

ル講座等での連携ということで、非常にそちらのスタッフでも協力をしていただいておりま
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す。そういった人材をふやしていくことは必要かというふうに思っております。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 この「鹿島の教育」という平成24年度版の51ページのところに、教育委員さんの名簿が載

っております。それから71ページのところに鹿島市の社会教育委員と兼ねた公民館運営審議

会の委員のメンバーが載せてございますけれども、この中で社会教育主事を持っている方は

いらっしゃるんでしょうか、お尋ねをいたします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（土井正昭君） 

 お答えします。 

 その前に71ページの社会教育委員さんと、もう１つお尋ねになったのは、（「51ページの

教育委員さん」と呼ぶ者あり） 

 はい、わかりました。現職の教育委員さんと社会教育委員さんで、社会教育主事の資格を

お持ちの方がいらっしゃるかという質問ですね。 

 ちょっと申しわけありません。今、確認はできませんが、恐らくいらっしゃらないと思い

ます。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 市のＯＢの方にほぼなると思いますけれども、社会教育主事の資格を持って、もう市を退

職されたという方も何名もいらっしゃいます。それから、教育委員さんたちにしても社会教

育委員にしても、学校の校長先生であるとか学校のＯＢの方とかいうのはいらっしゃいます。 

 何を言っているかというと、学校教育に対する委員さんというのはいらっしゃるわけです

けれども、社会教育を専門的にやる人たちというのは、委員の中に見受けられないと、これ

で本当に社会教育をやっていけるんだろうかというふうに考えています。 

 今後、登用していくという考えはございますでしょうか、お尋ねをいたします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 江島教育長。 

○教育長（江島秀隆君） 

 社会教育主事の経験の方が非常に少ないと、見当たらないということでございまして、こ

のことにつきましては、また今後検討を重ねていきたいと思っております。 

 以上です。 
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○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 先ほど、社会教育法でありますとか、それからこの中の方針あたりをお知らせいただきま

したけれども、具体的に社会教育に対しては、青少年アドバイザーですかね。青少年アドバ

イザーという方もいらっしゃいますよね。あっ、青少年育成アドバイザーですか、75ページ

の青少年育成市民会議のメンバーの中に載ってらっしゃいます。このアドバイザーの方たち

っていうのは、具体的に社会教育の中でどんな役割を果たされているのでしょうか、お尋ね

をいたします。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（土井正昭君） 

 お答えをいたします。 

 青少年育成アドバイザーの方たちですけれども、まず、先ほどおっしゃられた75ページの

青少年育成市民会議の構成委員になられております。 

 この青少年育成アドバイザーは、青少年育成活動の分野において、専門的知識及ぶ経験を

有する青少年育成指導者でということで、社団法人の青少年育成国民会議というのがあって、

そこで認定された方ということになっております。そういったことで、青少年育成団体と連

携して、新しい地域社会の担い手となる青少年の指導育成を図ることを目的として活動をさ

れるということになっております。 

 例年の活動としましては、青少年育成市民会議のほうでの構成委員になっておられますの

で、そちらが主催をいたします少年の夢発表会とか親子アニメ映画館、それから地域の環境

点検活動、ほかに佐賀県である県民会議の主催行事の中に参加をいただいております。 

 今年度、特徴的なものとしましては、伊能忠敬が鹿島市を測量され200年になるというこ

とで、さまざまな記念イベントに取り組んであります。そういった中で生涯学習課では、伊

能忠敬の鹿島での足跡を調べていく中で、伊能忠敬が宿泊した家とか、過去の地図が発見さ

れたりとか、鹿島の歴史を掘り起こすことができました。それを利用していろんな学習機会

を得ることができたのも１つでありますけれども、そういった中で例年取り組んでおります

少年の夢発表ですね。それと今年度は、市民会議のほうで伊能ハウスキャンプということで

今回は実施をいたしました。諸国屋さんに泊まって、子供たちにいろんな体験をしていただ

くというようなことに取り組むことができました。それを青少年育成市民会議のほうで、今

回はお願いをいたしましたので、そういったことではアドバイザーの皆様にも御参加をいた

だき、御協力をいただいたということで、今年度、新たな取り組みもアドバイザーの方も含

めて、青少年育成市民会議で取り組めたところです。 
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 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 ことし伊能忠敬のことで取り組めたと、そうすると来年は何をやるのかと。イベント事業

に参加をするというのは簡単なことっていったら、大変なことは大変なことですけれども、

あんまりおもしろくないようなことでも、地道に計画を立てて、継続的にやっていくと、そ

れが社会教育だというふうに思うわけです。 

 そういうことができる人たちが、この育成会議の中で見ると、アドバイザーの人たちが中

心になるんじゃなかろうかというふうに思うわけですよね。そういった意味で、こういった

方々に活躍の場を与えるって言ったらおかしかですけれども、活躍ができるような土壌を作

っていくというのが、社会教育係の役割じゃないだろうかと、そういうのをつくっていくの

が、社会教育を育成していくプログラムになっていくんじゃなかろうかというふうに思うわ

けです。そういった意味では鹿島も弱いし、全国的に弱いんじゃないかなというふうなこと

ですね。そういったのを一生懸命つくって、いいプログラムができれば、全国とはいわんで

すけれども、近県ぐらいからは研修に訪れるんじゃないかと思って、先ほどから質問をして

いるわけでございます。 

 教育長に改めてお伺いをいたしますけれども、今どこでもなかなか弱くて、社会教育、地

域の教育力は高めよう高めようというところまではいくわけですけれども、どうしたら地域

の教育力が高まるのかという答えが見出せないでおります。 

 鹿島の中で何とかよそより一歩早くそれを見つけて、それを地域交流といいますか、研修

の場ですかね、お客さんを呼び込む手だてとして、活用できないかと思っておりますけれど

も、そのことに取り組むような気持ちはおありでしょうか、お尋ねをいたします。教育長に

です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 江島教育長。 

○教育長（江島秀隆君） 

 社会教育の面で、非常に力が落ち込んでいるというふうにおっしゃいました。 

 確かに、私自身もその状況はあるんだなというふうには感じております。社会教育に限ら

ず、生涯学習という面で家庭教育、学校教育、そして社会教育、含めて全てにさらに力を入

れていかなくてはいけないということは私も考えております。 

 ただ、具体的に今すぐこういうふうにしますよということは、特に社会教育等におきまし

ては言えない状況にありますので、またこれから勉強させていただきたいと思っております。

 私自身も現実的に小さいころから、例えばボーイスカウトという団体にも所属をしており
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まして、そういった面でのノウハウは、昔は持っておりましたけれども、これにつきまして

も確かにかなり縮小されとりまして、残念だなという気持ちはございます。 

 その背景にやはり指導者がなかなか継続しない、伝わらないというような状況があったと

いうことも、私自身経験上わかっております。ですから、いかにして後継者を、指導者をつ

くっていくかということは、非常に大事なことだなというふうに思いますので、それこそ市

民の皆さんの協力がどうしても必要だなというふうには考えております。できるところから

やっていくしかないのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 ４番議員竹下勇君。 

○４番（竹下 勇君） 

 いろいろ申しましたけれども、教育長さんたちの年代、まあ私たちも含めてですけれども、

ここら辺ぐらいまではボーイスカウトであったり、緑の少年団のリーダーであったりという

ようなことで、そういう社会の一員となるように予備の勉強をさせていただいてきたという

ふうに思っております。それが非常に停滞していることが、今の反社会的な行動を起こす、

子供とも言えんですね、青年たちにつながってきているんじゃないだろうかというふうに考

えているところです。 

 これからも社会教育に対しては、いろいろお願いをしていくことがあると思います。よろ

しくお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 

○副議長（橋川宏彰君） 

 以上で４番議員の質問を終わります。 

 よって、本日の日程はこれにて終了いたします。 

 次の会議は明25日午前10時から開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。 

午後３時22分 散会 

 


